
再評価結果（令和３年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・技術課

担当課長名：前佛 和秀

事業名 北海道横断自動車道 根室線 本別～釧路 事業 高速自動車国 事業 国 土 交 通 省
ね む ろ ほんべつ く し ろ

区分 道 主体 北海道開発局

起終点 自：北海道中川郡本別町共 栄 延長
ほっかいどうなかがわ ほんべつ きょうえい

至：北海道釧路市鶴野 ６５．０km
ほっかいどうく し ろ つ る の

事業概要

北海道横断自動車道は、黒松内町を起点とし、小樽市、夕張市、清水町、本別町等を経由して、根室市

及び網走市に至る延長約６９４ｋｍの高速自動車国道である。

本別～釧路は、高速ネットワークの拡充による釧根圏と道央・十勝圏の連絡機能の強化を図り、地域間

交流の活性化、物流効率化等の支援を目的とした、延長６５．０ｋｍの事業である。

Ｈ１５年度事業化 Ｈ－年度都市計画決定 Ｈ１６年度用地補償着手 Ｈ１６年度工事着手

（Ｈ－年度変更）

全体事業費 約２，３９２億円 事業進捗率 約９６％ 供用済延長 ４８．０km

(令和2年3月末時点）

計画交通量 ３，９００～８，５００台／日（本別JCT～根室IC）

費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 総便益 基準年(残事業)/(事業全体) (残事業)/(事業全体)

分析結果 ７３４/３，９３９億円 ９８０/４，３４８ 令和２年(事業全体) 億円

636/3,628億円 走行時間短縮便益：819/3,656億円１．１（０．８） 事 業 費：

99/ 310億円 走行経費減少便益：130/ 583億円(残事業) 維持管理費：

交通事故減少便益： 31/ 109億円１．３（１．７）

感度分析の結果 事業全体および残事業について感度分析を実施

【事業全体】交通量 ：B/C= ～ （交通量±10%) 【残事業】交通量 ：B/C= ～ （交通量±10%)1.02 1.2 1.2 1.5

事業費 ：B/C= ～ （事業費±10%) 事業費 ：B/C= ～ （事業費±10%)1.1 1.1 1.2 1.5

事業期間：B/C= ～ （事業期間±20%) 事業期間：B/C= ～ （事業期間±20%)1.1 1.1 1.3 1.4

事業の効果等

事業の必要性及び効果

①災害時の輸送ルート強化

。・災害発生時の避難先の確保や救急活動及び被災地外からの救援物資等の輸送ルートの強化が期待される

②重要港湾釧路港の流通利便性向上

・釧路港～十勝方面や、釧路港～根室方面の所要時間が短縮されるなど、釧路港取扱貨物の流通利便

性向上が期待される。

③主要な観光地への利便性向上

・道内外からの所要時間が短縮され、釧根地域の更なる観光活性化が期待される。

④水産品の流通利便性向上

・道内各地のみならず苫小牧港から全国各地へ出荷される水産品の流通利便性向上が期待される。

⑤救急搬送の安定性向上

・釧根地域の市町村から釧路市への救急搬送時間の短縮や、血液製剤の安定した輸送ルートの確保が

可能となり、救急搬送及び血液製剤輸送の安定性向上が期待される。

関係する地方公共団体等の意見

地域から頂いた主な意見等：

釧路市、池田町など１市１０町１村の首長で構成される「北海道横断自動車道釧路地区早期建設促進期

成会」等から、早期整備の要望を受けている。

知事の意見：

道央・十勝・釧路圏の連絡機能の強化による地域間交流の拡大や、物流の効率化、道路交通の安全性の

向上が図られ、経済・社会活動の活性化や道民の安全・安心なくらしの確保に寄与することから、当該事

業の継続について異議はありません。

なお、事業の実施に当たっては、平成２年１２月３日付け道路第１３２２号「北海道横断自動車道小樽

釧路線(阿寒町～釧路市間)に係る環境影響評価準備書に関する意見について」の知事意見を遵守するとと

もに、より一層、徹底したコスト縮減を図り、これまで以上に効率的・効果的な執行に努め、早期に全線

供用を図るようお願いいたします。



事業評価監視委員会の意見

当委員会に提出された再評価原案準備書の対応方針については、北海道開発局案を妥当と判断する。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等

・一般国道３８号・４４号 釧路外環状道路 釧路西ＩＣ～釧路別保ＩＣ 開通

・一般国道３８号 釧路新道 全線開通（暫定２車線を含む）

・一般国道２７２号 上別保道路 全線開通

・一般国道４４号 根室道路 温根沼ＩＣ～根室ＩＣ 開通

・市町村合併により、釧路市、阿寒町及び音別町が「釧路市」となる

・釧路市及び弟子屈町が「水のカムイ観光圏」に認定、道東地域が広域観光周遊ルートに認定、釧路市が

観光立国ショーケースに認定、阿寒国立公園（阿寒摩周国立公園）が国立公園満喫プロジェクトに選定

・釧路港が国際バルク戦略港湾（穀物）及び特定貨物輸入拠点港湾（穀物）に指定、国際物流ターミナル

運営開始

・北海道内７空港民間運営開始

事業の進捗状況、残事業の内容等

平成１６年度に工事着手して、用地進捗率１００％、事業進捗率約９６％となっている （令和２年３。

月末時点）

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等

軟弱地盤対策工及び範囲の見直し、不良土対策の追加等による変更。

引き続き、早期開通に向けて事業を進める。

施設の構造や工法の変更等

軟弱地盤対策工及び範囲の見直し、不良土対策の追加等による変更。

引き続きコスト縮減に取り組んでいく。

対応方針 事業継続

対応方針決定の理由

事業の必要性・重要性に変化はなく、費用対効果等の投資効果も確保されているため。

事業概要図

※ B/Cにおける（）は、本別JCT～根室ICのうち評価対象区間を本別～釧路とした場合のもの。

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。

※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。



再評価結果（令和３年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・技術課

担当課長名：前佛 和秀

事業名 一般国道４４号（北海道横断自動車道根室線） 事業 一般国道 事業 国 土 交 通 省
ね むろ

尾幌糸魚沢道路 区分 主体 北海道開発局
お ぼろいと い ざわ

起終点 自：北海道厚岸郡厚岸町尾幌 延長
ほっかいどうあつけし あつけし お ぼろ

至：北海道厚岸郡厚岸町糸魚沢 ２４．７km
ほつかいどうあつけし あつけし いと い ざわ

事業概要

一般国道４４号は、釧路市を起点とし、釧路町、厚岸町を経由し、根室市に至る延長約１２４ｋｍの幹

線道路である。

尾幌糸魚沢道路は、津波浸水被害などの災害時の救急活動等においても機能する信頼性の高い道路ネッ

、 、 ． 。トワークの構築 物流効率化や観光周遊性の向上等の支援を目的とした 延長２４ ７ｋｍの事業である

Ｒ元年度事業化 Ｒ－年度都市計画決定 Ｒ－年度用地補償着手 Ｒ－年度工事着手

（Ｒ－年度変更）

全体事業費 約６５０億円 事業進捗率 約１％ 供用済延長 ０．０km

(令和2年3月末時点）

計画交通量 ３，９００～８，５００台／日（本別JCT～根室IC）

費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 総便益 基準年(残事業)/(事業全体) (残事業)/(事業全体)

分析結果 ７３４/３，９３９億円 ９８０/４，３４８ 令和２年(事業全体) 億円

636/3,628億円 走行時間短縮便益：819/3,656億円１．１（１．１） 事 業 費：

99/ 310億円 走行経費減少便益：130/ 583億円(残事業) 維持管理費：

交通事故減少便益： 31/ 109億円１．３（１．２）

感度分析の結果 事業全体および残事業について感度分析を実施

【事業全体】交通量 ：B/C= ～ （交通量±10%) 【残事業】交通量 ：B/C= ～ （交通量±10%)1.02 1.2 1.2 1.5

事業費 ：B/C= ～ （事業費±10%) 事業費 ：B/C= ～ （事業費±10%)1.1 1.1 1.2 1.5

事業期間：B/C= ～ （事業期間±20%) 事業期間：B/C= ～ （事業期間±20%)1.1 1.1 1.3 1.4

事業の効果等

事業の必要性及び効果

①災害時の輸送ルート強化

・災害発生時の避難先の確保や救急活動及び被災地外からの救援物資等の輸送ルートの強化が期待さ

れる。

②重要港湾釧路港の流通利便性向上

・釧路港～十勝方面や、釧路港～根室方面の所要時間が短縮されるなど、釧路港取扱貨物の流通利便

性向上が期待される。

③主要な観光地への利便性向上

・道内外からの所要時間が短縮され、釧根地域の更なる観光活性化が期待される。

④水産品の流通利便性向上

・道内各地のみならず苫小牧港から全国各地へ出荷される水産品の流通利便性向上が期待される。

⑤救急搬送の安定性向上

・釧根地域の市町村から釧路市への救急搬送時間の短縮や、血液製剤の安定した輸送ルートの確保が

可能となり、救急搬送及び血液製剤輸送の安定性向上が期待される。

関係する地方公共団体等の意見

地域から頂いた主な意見等：

釧路市、池田町など１市１０町１村の首長で構成される「北海道横断自動車道釧路地区早期建設促進期

成会」等から、早期整備の要望を受けている。

知事の意見：

道央・十勝・釧路・根室圏の連絡機能の強化による地域間交流の拡大や、物流の効率化、道路交通の安

全性の向上が図られ、経済・社会活動の活性化や道民の安全・安心なくらしの確保に寄与することから、

当該事業の継続について異議はありません。

なお、事業の実施に当たっては、周辺環境への影響を最小限にとどめるとともに、徹底したコスト縮減

を図り、引き続き、効率的・効果的な執行に努め、早期供用を図るようお願いいたします。



事業評価監視委員会の意見

当委員会に提出された再評価原案準備書の対応方針については、北海道開発局案を妥当と判断する。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等

・一般国道３８号・４４号 釧路外環状道路 釧路東ＩＣ～釧路別保ＩＣ 開通

・一般国道２７２号 上別保道路 開通

・一般国道４４号 根室道路 温根沼ＩＣ～根室ＩＣ 開通

・釧路港 国際物流ターミナル運営開始

・北海道内７空港民間運営開始

事業の進捗状況、残事業の内容等

令和元年度に事業化して、用地進捗率０％、事業進捗率約１％となっている （令和２年３月末時点）。

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等

引き続き、早期開通に向けて事業を進める。

施設の構造や工法の変更等

施設の構造や工法等の変更は無いが、引き続きコスト縮減に取り組んでいく。

対応方針 事業継続

対応方針決定の理由

事業の必要性・重要性に変化はなく、費用対効果等の投資効果も確保されているため。

事業概要図

※ B/Cにおける（）は、本別JCT～根室ICのうち評価対象区間を尾幌糸魚沢道路とした場合のもの。

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。

※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。



再評価結果（令和３年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・技術課

担当課長名：前佛 和秀

事業名 日高自動車道（一般国道２３５号） 事業 一般国道 事業 国 土 交 通 省
ひ だか

区分 主体 北海道開発局厚賀静内道路
あつ が しずない

起終点 自：北海道沙流郡日高町字美原 延長
ほつかいどう さ る ひ だか み はら

至：北海道日高郡新ひだか町静内神森 １６．２km
ほつかいどう ひ だか しん しずないかみもり

事業概要

日高自動車道は、苫小牧市を起点とし、浦河町に至る延長約１２０ｋｍの自動車専用道路である。

厚賀静内道路は、高速ネットワークの拡充による近隣都市間の連絡機能の強化を図り、地域間交流の活

性化及び国際拠点港湾苫小牧港、拠点空港新千歳空港等への物流効率化等の支援を目的とした、日高厚賀

インターチェンジから静内インターチェンジ（仮称）に至る延長１６．２ｋｍの事業である。

Ｈ７年度事業化 Ｈ－年度都市計画決定 Ｈ２３年度用地補償着手 Ｈ２３年度工事着手

（Ｈ－年度変更）

全体事業費 約６７８億円 事業進捗率 約５２％ 供用済延長 ０．０km

（ ）令和2年3月末時点

計画交通量 １１，０００～１１，６００台／日

費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 総便益 基準年(残事業)/(事業全体) (残事業)/(事業全体)

分析結果 １．３ ２６４/６８２億円 / 令和２年(事業全体) ８８８ ８８８億円

億円 走行時間短縮便益：782/782億円事 業 費：228/645

億円 走行経費減少便益： 83/ 83億円(残事業) ３．４ 維持管理費： 36/ 36

交通事故減少便益： 23/ 23億円

感度分析の結果 事業全体および残事業について感度分析を実施

【事業全体】交通量 ：B/C=1.1～1.5（交通量±10%) 【残事業】交通量 ：B/C=2.9～3.9（交通量±10%)

事業費 ：B/C=1.3～1.3（事業費±10%) 事業費 ：B/C=3.1～3.7（事業費±10%)

事業期間：B/C=1.3～1.4（事業期間±20%) 事業期間：B/C=3.3～3.5（事業期間±20%)

事業の効果等

事業の必要性及び効果

①畜産品の流通利便性向上

・迅速かつ一定速度で走行できる安定性の高い輸送ルートが確保されることによって、軽種馬の流通

利便性向上が期待される。

②農産品の流通利便性向上

・日高自動車道の延伸による速達性・安定性の高い輸送ルートの確保は、農産品の出荷拡大や地域雇

用増進にも寄与していることから、更なる農産品の流通利便性向上が期待される。

③水産品の流通利便性向上

・速達性及び安定性の高い輸送ルートが確保され、道内外へ出荷される水産品の更なる流通利便性の

向上が期待される。

④災害時の緊急輸送ルートの強化

・津波浸水想定区域を回避することで迅速かつ効率的な道路啓開が可能となり、緊急時の避難や迅速

な救急搬送、救援物資等の輸送ルートの強化が期待される。

⑤救急搬送の安定性向上

・苫小牧市等の医療施設までの所要時間が短縮されるなど、高次医療施設への救急搬送の安定性向上

が期待される。

⑥観光地への移動利便性向上

・日高管内や十勝地域の観光地との連携強化が図られるなど、主要観光地への移動利便性向上が期待

される。

⑦移住・交流人口の拡大による地方創生

・速達性及び定時性の高い道路ネットワークが確保されることで、移住・交流人口が拡大し、地方創

生の支援が期待される。



関係する地方公共団体等の意見

地域から頂いた主な意見等：

、新ひだか町など７町の首長等で構成される「北海道日高総合開発期成会」等から、整備促進日高町
の要望を受けている。

知事の意見：

近隣都市間の連絡機能の強化による地域間交流の拡大や、国際拠点港湾苫小牧港、拠点空港新千歳空港

等へのアクセス強化による物流の効率化、道路交通の安全性の向上が図られ、経済・社会活動の活性化や

道民の安全・安心なくらしの確保に寄与することから、当該事業の継続について異議はありません。

なお、事業の実施に当たっては、周辺環境への影響を最小限にとどめるとともに、より一層、徹底した

、 、 。コスト縮減を図り これまで以上に効率的・効果的な執行に努め 早期供用を図るようお願いいたします

事業評価監視委員会の意見

当委員会に提出された再評価原案準備書の対応方針については、北海道開発局案を妥当と判断する。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等

・日高自動車道 苫小牧東ＩＣ～日高厚賀ＩＣ開通

・市町村合併により 鵡川町と穂別町が｢むかわ町｣ 日高町と門別町が 日高町 静内町と三石町が 新、 、 「 」、 「

ひだか町」となる

、 （ ）・苫小牧港 国際コンテナターミナルが東港区へ移転 国際拠点港湾に指定 特定重要港湾から名称変更

・新千歳空港 国際線ターミナル前エプロン拡張部暫定供用、国際線ターミナルビル拡張工事完了

・様似町 アポイ岳ジオパークが世界ジオパークに認定

・白老町 ウポポイ（民族共生象徴空間）開業

事業の進捗状況、残事業の内容等

平成２３年度に工事着手して、用地進捗率約５９％、事業進捗率約５２％となっている （令和２年３。

月末時点）

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等

法面保護工や軟弱地盤対策工等の見直しによる変更。

引き続き、早期開通に向けて事業を進める。

施設の構造や工法の変更等

法面保護工や軟弱地盤対策工等の見直しによる変更。

引き続きコスト縮減に取り組んでいく。

対応方針 事業継続

対応方針決定の理由

事業の必要性・重要性に変化はなく、費用対効果等の投資効果も確保されているため。

事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。

※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。



再評価結果（令和３年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・技術課

担当課長名：前佛 和秀

事業名 帯広・広尾自動車道（一般国道２３６号） 事業 一般国道 事業 国 土 交 通 省
おびひろ ひ ろ お

大樹広尾道路（ 忠類 大樹～豊似） 区分 主体 北海道開発局
た い き ひ ろ お ちゅうるいた い き とよ に

起終点 自：北海道広尾郡大樹町字大樹 延長
ほっかいどうひ ろ お た い き た い き

至：北海道広尾郡広尾町字紋別 １５．１km
ほっかいどうひ ろ お ひ ろ お もんべつ

事業概要

帯広・広尾自動車道は、芽室町を起点とし、広尾町に至る延長約８７ｋｍの自動車専用道路である。

大樹広尾道路（忠類大樹～豊似）は、高速ネットワークの拡充による近隣都市間の連絡機能の強化を

図り、地域間交流の活性化及び重要港湾十勝港等への物流効率化等の支援を目的とした、忠類大樹イン

である。ターチェンジから豊似インターチェンジ（仮称）に至る延長１５．１ｋｍの事業

Ｈ２８年度事業化 Ｈ－年度都市計画決定 Ｈ３０年度用地補償着手 Ｈ３０年度工事着手

（Ｈ－年度変更）

全体事業費 約２００億円 事業進捗率 約１１％ 供用済延長 ０．０km

(令和2年3月末時点）

計画交通量 ４，０００～５，６００台／日（帯広JCT～広尾）

費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 総便益 基準年(残事業)/(事業全体) (残事業)/(事業全体)

分析結果 ３５４/３８６億円 ４２０/４２０ 令和２年(事業全体) 億円

億円 走行時間短縮便益：361/361億円１ １ ０ ９ 事 業 費：274/305． （ ． ）

億円 走行経費減少便益： 46/ 46億円(残事業) 維持管理費： 81/ 81

交通事故減少便益： 13/ 13億円１ ２ １ １． （ ． ）

感度分析の結果 事業全体及び残事業について感度分析を実施

【事業全体】交通量：B/C=1.02～1.2（交通量±10% 【残事業】交通量：B/C=1.1～1.3（交通量±10%））

事業費：B/C=1.02～1.2（事業費±10%） 事業費：B/C=1.1～1.3（事業費±10%）

（ ） （ ）事業期間：B/C=1.05～1.1 事業期間± 事業期間：B/C=1.1～1.2 事業期間±20%20%

事業の効果等

事業の必要性及び効果

①重要港湾十勝港の利便性向上

・生産地と十勝港の連携が強化され、物流の効率化・利便性向上が期待される。

道路交通の安全性向上②

・並行現道区間からの交通転換が見込まれ、隣接区間同様に死傷事故が減少するなど、道路交通の

安全性向上が期待される。

③救急搬送・地域医療の安定性向上

・救急搬送や通院時間が短縮し、救急医療の速達性や地域医療の安定性向上が期待される。

④宅配サービスの効率化・日常生活の利便性向上

・帯広市との所要時間が短縮し帯広市への1時間カバー圏人口が増加、また、宅配の契約世帯数の急

増に適切に対応する配送体制の効率化と住民生活の利便性向上が期待される。

観光地への移動利便性向上⑤

・移動時間の短縮が図られることで観光の周遊性が向上し、増加傾向にある日帰り観光を支援する

など、観光の活性化が期待される。

関係する地方公共団体等の意見

地域から頂いた主な意見等：

帯広市など１市５町２村の首長等で構成される「高規格幹線道路帯広・広尾自動車道早期建設促進期

成会」等から、整備促進の要望を受けている。

知事の意見：

近隣都市間の連絡機能の強化による地域間交流の拡大や、全国への食料供給を支える十勝港へのアク

セス強化による物流の効率化、道路交通の安全性の向上が図られ、経済・社会活動の活性化や道民の安

全・安心なくらしの確保に寄与することから、当該事業の継続について異議はありません。

なお、事業の実施に当たっては、周辺環境への影響を最小限にとどめるとともに、徹底したコスト縮

減を図り、引き続き、効率的・効果的な執行に努め、早期供用を図るようお願いいたします。



事業評価監視委員会の意見

当委員会に提出された再評価原案準備書の対応方針については、北海道開発局案を妥当と判断する。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等

・帯広・広尾自動車道 帯広ＪＣＴ～忠類大樹ＩＣ開通

・日高自動車道 日高門別ＩＣ～日高厚賀ＩＣ開通

・北海道横断自動車道根室線（占冠ＩＣ～十勝清水ＩＣ）４車線化等事業許可

・十勝港内港地区国際物流ターミナル整備令和９年度完了予定

事業の進捗状況、残事業の内容等

平成３０年度に工事着手して、用地進捗率約３８％、事業進捗率約１１％となっている （令和２年。

３月末時点）

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等

引き続き、早期開通に向けて事業を進める。

施設の構造や工法の変更等

施設の構造、工法等の変更は無いが、引き続きコスト縮減に取り組んでいく。

対応方針 事業継続

対応方針決定の理由

事業の必要性・重要性に変化はなく、費用対効果等の投資効果も確保されているため。

事業概要図

※ B/Cにおける（）は、帯広JCT～広尾のうち評価対象区間を忠類大樹～豊似とした場合のもの。

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。

※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。



再評価結果（令和３年度事業継続箇所） 
担 当 課：道路局 国道・技術課 

担当課長名：前佛 和秀 
 

事業名 

 
一般国道２７５号 江別北

えべつきた

道路 事業 

区分 

一般国道 

 

事業 

主体 

国土交通省 

北海道開発局 

起終点 

 
自：北海道

ほっかいどう

江別
え べ つ

市角山
かくやま

 

至：北海道
ほっかいどう

江別
え べ つ

市篠津
し の つ

 

延長 

 
 

３．５km 

事業概要  

一般国道２７５号は、札幌市を起点とし、浜頓別町に至る延長約２８１ｋｍの幹線道路である。 
江別北道路は、２車線区間のボトルネックによる交通混雑の緩和や交通事故の低減を図り、道路交通の

定時性、安全性の向上を目的とした延長３．５ｋｍの４車線拡幅事業である。 

Ｈ２０年度事業化 

 

Ｈ－年度都市計画決定 

（Ｈ－年度変更） 

Ｈ２２年度用地補償着手 

 

 Ｈ２４年度工事着手 

 

全体事業費 約２１０億円 事業進捗率 
(令和2年3月末時点) 

約７８％ 供用済延長 １．７km 

計画交通量   ２０，０００～２９，２００台／日 

費用対効果 

分析結果 

 

 

 

Ｂ／Ｃ  総費用   (残事業)/(事業全体) 総便益   (残事業)/(事業全体) 基準年  

(事業全体)  １．１ 

 

(残事業)   ６．９ 

 

２８/２３３億円 

 事  業  費：21/219億円 

 維持管理費：6.6/13億円 

 

１９４/２５７億円 

 走行時間短縮便益： 174/ 236億円 

 走行経費減少便益：  15/  17億円 

 交通事故減少便益： 4.8/ 4.8億円 

 令和２年 

 

 

 

感度分析の結果    事業全体及び残事業について感度分析を実施 

【事業全体】交通量：B/C=1.01～1.2（交通量±10%) 【残事業】交通量：B/C=6.3 ～7.5（交通量±10%) 

      事業費：B/C=1.1 ～1.1（事業費±10%)      事業費：B/C=6.4 ～7.5（事業費±10%) 
        事業期間：B/C=1.1 ～1.2（事業期間±20%)    事業期間：B/C=6.7 ～7.1（事業期間±20%) 

事業の効果等   

事業の必要性及び効果 

①交通混雑の緩和 

・交通混雑を緩和し、定時性の確保や利便性向上が期待される。 

②道路交通の安全性向上 

・４車線から２車線への車線減少によるボトルネック区間を解消し、走行環境が向上するなど道路

交通の安全性向上が期待される。 

 ③重要港湾への利便性向上 

  ・安定した輸送ルートを確保し、重要港湾石狩湾新港への利便性向上が期待される。 

④食品雑貨等の流通利便性向上 

・円滑な交通を確保し、食品雑貨等の流通利便性向上が期待される。 

⑤救急搬送の安定性向上 

・交通混雑の緩和を図り、高次医療機関への救急搬送の速達性及び安定性向上が期待される。 

⑥観光地への利便性向上 

・定時性を確保し、主要な観光地への利便性向上が期待される。 

⑦冬期間の走行環境の安全性向上 

・防雪対策により地吹雪発生時の視程障害が緩和され、冬期走行環境の安全性向上が期待される。 

 

関係する地方公共団体等の意見  

地域から頂いた主な意見等：  

北広島市など６市１町１村の首長で構成される「北海道石狩地方開発促進期成会」等から、整備の要

望を受けている。 

知事の意見： 

現道の４車線化により、交通混雑の緩和や交通事故の低減が図られ、経済・社会活動の活性化や道民

の安全・安心なくらしの確保に寄与することから、当該事業の継続について異議はありません。 

なお、事業の実施に当たっては、周辺環境への影響を最小限にとどめるとともに、徹底したコスト縮

減を図り、引き続き、効率的・効果的な執行に努め、早期に全線供用を図るようお願いいたします。 



事業評価監視委員会の意見  

当委員会に提出された再評価原案準備書の対応方針については、北海道開発局案を妥当と判断する。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

・道央圏連絡道路 美原道路(豊栄ランプ～蕨岱ランプ)開通、泉郷道路(中央ランプ～南長沼ランプ)開通 

・一般国道２７５号 蕨岱拡幅全線開通 

・一般国道３３７号 当別バイパス全線開通 

・北欧の風道の駅とうべつ開業 

・石狩湾新港 石狩ＬＮＧ基地運転開始、石狩湾新港発電所（ＬＮＧ火力発電所）運転開始 

・新千歳空港 国際線ターミナル前エプロン拡張部暫定供用、国際線ターミナルビル拡張工事完了 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

平成２４年度に工事着手して、用地進捗率１００％、事業進捗率約７８％となっている。（令和２年

３月末時点） 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

引き続き、早期開通に向けて事業を進める。 

施設の構造や工法の変更等  

施設の構造、工法等の変更は無いが、引き続きコスト縮減に取り組んでいく。 

対応方針  事業継続 

対応方針決定の理由  

事業の必要性・重要性に変化はなく、費用対効果等の投資効果も確保されているため。 

事業概要図  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 

※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。 



再評価結果（令和３年度事業継続箇所） 
担 当 課：道路局 国道・技術課 

担当課長名：前佛 和秀 
 

事業名 

 
一般国道４５２号 盤

ばん

の沢
さわ

道路・五稜
ごりょう

道路 

 

事業 

区分 

一般国道 

 

事業 

主体 

国土交通省 

北海道開発局 

起終点 

 
自：北海道

ほっかいどう

芦別
あしべつ

市黄金
こ が ね

町(盤の沢道路起点) 

至：北海道
ほっかいどう

上川
かみかわ

郡美瑛
び え い

町字ルベシベ(五稜道路終点) 

延長 

 
 

１８．５km 

事業概要  
一般国道４５２号は、夕張市を起点とし、旭川市に至る延長約１１０ｋｍの幹線道路である。 
盤の沢道路・五稜道路は、芦別市と美瑛町間の通行不能区間の解消を図り、地域間交流の活性化及び物

流効率化等の支援を目的とした、芦別市黄金町から上川郡美瑛町字ルベシベに至る延長１８．５ｋｍの事
業である。 

Ｈ５年度事業化 

 

Ｈ－年度都市計画決定 

（Ｈ－年度変更） 

Ｈ６年度用地補償着手 

 

 Ｈ５年度工事着手 

 

全体事業費 約４９６億円 
（盤の沢道路：２４２億円） 

（五稜道路：２５４億円） 

事業進捗率 
（盤の沢道路） 

（五稜道路) 

(令和2年3月末時点) 

 

約２５％ 

約１４％ 

供用済延長 ２．６km 

計画交通量   ４，５００台／日 

費用対効果 

分析結果 

 

 

 

Ｂ／Ｃ  総費用   (残事業)/(事業全体) 総便益   (残事業)/(事業全体) 基準年  

(事業全体)  １．０１ 

 

(残事業)   １．５ 

 

３４５/５１５億円 

 事  業  費：307/460億円 

 維持管理費： 37/ 55億円 

 

５２１/５２１億円 

 走行時間短縮便益： 494/ 494億円 

 走行経費減少便益：  26/  26億円 

 交通事故減少便益： 1.2/ 1.2億円 

 令和２年 

 

 

 

感度分析の結果    事業全体及び残事業について感度分析を実施 

【事業全体】交通量：B/C=0.9 ～1.1（交通量±10%) 【残事業】交通量：B/C=1.4 ～1.7（交通量±10%) 

      事業費：B/C=0.95～1.1（事業費±10%)      事業費：B/C=1.4 ～1.7（事業費±10%) 
        事業期間：B/C=0.98～1.05（事業期間±20%)    事業期間：B/C=1.5 ～1.6（事業期間±20%) 

事業の効果等   

事業の必要性及び効果 

①通行不能区間の解消 

・上川中部圏と中空知圏を結ぶ新たなルートが形成され、所要時間短縮が図られることによる移住

・定住促進や交流人口拡大などが期待される。 

②拠点空港への利便性向上 

・旭川空港1時間到達圏市町村人口が更に1.5万人増加するなど、周辺市町村から旭川空港への利便

性向上が期待される。 

 ③新たな周遊ルートの形成を支援 

  ・芦別市と富良野・美瑛観光圏及び旭川空港を結ぶ新たな周遊ルートの形成を支援することで、芦 

別市を含む周辺市町村の観光入込客数増加が期待される。 

④災害時の緊急輸送ルートの強化 

・富良野市と高度救急医療機関等の交通拠点を結ぶネットワークが形成されるなど、災害時の緊急 

輸送ルートの強化が期待される。 

⑤物流効率化により地域産業を支援 

・工業団地と旭川空港とのアクセスが容易となることで、販路拡大や空港民営化と相まった物流効 

率化が期待される。 

⑥合宿誘致による地域活性化の支援 

・新千歳空港や旭川空港からのアクセス利便性が向上することで、合宿受入増加や多様な交流人口

増加に伴う地域活性化が期待される。 

 ⑦救急搬送・一般通院の安定性向上 

  ・芦別市から旭川市の高次医療施設への新たな安定性の高い搬送ルートが確保され複数のネットワ

ークが形成されるなど、救急搬送及び一般通院の安定性向上が期待される。 

 



関係する地方公共団体等の意見  

地域から頂いた主な意見等：  

芦別市など４市２町の首長で構成される｢一般国道４５２号建設促進期成会｣等から、早期整備の要望

を受けている。 

知事の意見： 

通行不能区間の解消により、地域間交流の拡大及び物流の効率化が図られ、経済・社会活動の活性化

や道民の安全・安心なくらしの確保に寄与することから、当該事業の継続について異議はありません。 

なお、事業の実施に当たっては、周辺環境への影響を最小限にとどめるとともに、より一層、徹底し

たコスト縮減を図り、これまで以上に効率的・効果的な執行に努め、早期供用を図るようお願いいたし

ます。 

事業評価監視委員会の意見  

当委員会に提出された再評価原案準備書の対応方針については、北海道開発局案を妥当と判断する。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

・北海道横断自動車道 夕張ＩＣ～十勝清水ＩＣ開通 

・旭川十勝道路 北の峰ＩＣ～布部ＩＣ開通 

・一般国道３８号芦別バイパス、赤平バイパス開通 

・シーニックバイウェイ北海道「大雪・富良野ルート」指定 

・富良野・美瑛観光圏整備実施計画認定 

・道の駅『びえい「白金ビルケ」』開業 

・旭川空港国際ターミナル開業 

・シーニックバイウェイ北海道「空知シーニックバイウェイ－体感未来道－」候補ルート登録 

・北海道内７空港民間運営開始 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

平成５年度に工事着手し、盤の沢道路の用地進捗率約７０％、事業進捗率約２５％、五稜道路の用地

進捗率約９５％、事業進捗率約１４％となっている。（令和２年３月末時点） 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

地すべり対策の見直しによる変更。 

引き続き、早期開通に向けて事業を進める。 

施設の構造や工法の変更等  

地すべり対策の見直しによる変更。 

引き続きコスト縮減に取り組んでいく。 

対応方針  事業継続 

対応方針決定の理由  

事業の必要性・重要性に変化はなく、費用対効果等の投資効果も確保されているため。 

事業概要図  

 
※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 

※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。 



再評価結果（令和３年度事業継続箇所） 
担 当 課：道路局 国道・技術課 

担当課長名：前佛 和秀 
 

事業名 

 
一般国道４５２号 盤

ばん

の沢
さわ

道路・五稜
ごりょう

道路 

 

事業 

区分 

一般国道 

 

事業 

主体 

国土交通省 

北海道開発局 

起終点 

 
自：北海道

ほっかいどう

芦別
あしべつ

市黄金
こ が ね

町(盤の沢道路起点) 

至：北海道
ほっかいどう

上川
かみかわ

郡美瑛
び え い

町字ルベシベ(五稜道路終点) 

延長 

 
 

１８．５km 

事業概要  
一般国道４５２号は、夕張市を起点とし、旭川市に至る延長約１１０ｋｍの幹線道路である。 
盤の沢道路・五稜道路は、芦別市と美瑛町間の通行不能区間の解消を図り、地域間交流の活性化及び物

流効率化等の支援を目的とした、芦別市黄金町から上川郡美瑛町字ルベシベに至る延長１８．５ｋｍの事
業である。 

Ｈ５年度事業化 

 

Ｈ－年度都市計画決定 

（Ｈ－年度変更） 

Ｈ６年度用地補償着手 

 

 Ｈ５年度工事着手 

 

全体事業費 約４９６億円 
（盤の沢道路：２４２億円） 

（五稜道路：２５４億円） 

事業進捗率 
（盤の沢道路） 

（五稜道路) 

(令和2年3月末時点) 

 

約２５％ 

約１４％ 

供用済延長 ２．６km 

計画交通量   ４，５００台／日 

費用対効果 

分析結果 

 

 

 

Ｂ／Ｃ  総費用   (残事業)/(事業全体) 総便益   (残事業)/(事業全体) 基準年  

(事業全体)  １．０１ 

 

(残事業)   １．５ 

 

３４５/５１５億円 

 事  業  費：307/460億円 

 維持管理費： 37/ 55億円 

 

５２１/５２１億円 

 走行時間短縮便益： 494/ 494億円 

 走行経費減少便益：  26/  26億円 

 交通事故減少便益： 1.2/ 1.2億円 

 令和２年 

 

 

 

感度分析の結果    事業全体及び残事業について感度分析を実施 

【事業全体】交通量：B/C=0.9 ～1.1（交通量±10%) 【残事業】交通量：B/C=1.4 ～1.7（交通量±10%) 

      事業費：B/C=0.95～1.1（事業費±10%)      事業費：B/C=1.4 ～1.7（事業費±10%) 
        事業期間：B/C=0.98～1.05（事業期間±20%)    事業期間：B/C=1.5 ～1.6（事業期間±20%) 

事業の効果等   

事業の必要性及び効果 

①通行不能区間の解消 

・上川中部圏と中空知圏を結ぶ新たなルートが形成され、所要時間短縮が図られることによる移住

・定住促進や交流人口拡大などが期待される。 

②拠点空港への利便性向上 

・旭川空港1時間到達圏市町村人口が更に1.5万人増加するなど、周辺市町村から旭川空港への利便

性向上が期待される。 

 ③新たな周遊ルートの形成を支援 

  ・芦別市と富良野・美瑛観光圏及び旭川空港を結ぶ新たな周遊ルートの形成を支援することで、芦 

別市を含む周辺市町村の観光入込客数増加が期待される。 

④災害時の緊急輸送ルートの強化 

・富良野市と高度救急医療機関等の交通拠点を結ぶネットワークが形成されるなど、災害時の緊急 

輸送ルートの強化が期待される。 

⑤物流効率化により地域産業を支援 

・工業団地と旭川空港とのアクセスが容易となることで、販路拡大や空港民営化と相まった物流効 

率化が期待される。 

⑥合宿誘致による地域活性化の支援 

・新千歳空港や旭川空港からのアクセス利便性が向上することで、合宿受入増加や多様な交流人口

増加に伴う地域活性化が期待される。 

 ⑦救急搬送・一般通院の安定性向上 

  ・芦別市から旭川市の高次医療施設への新たな安定性の高い搬送ルートが確保され複数のネットワ

ークが形成されるなど、救急搬送及び一般通院の安定性向上が期待される。 

 



関係する地方公共団体等の意見  

地域から頂いた主な意見等：  

芦別市など４市２町の首長で構成される｢一般国道４５２号建設促進期成会｣等から、早期整備の要望

を受けている。 

知事の意見： 

通行不能区間の解消により、地域間交流の拡大及び物流の効率化が図られ、経済・社会活動の活性化

や道民の安全・安心なくらしの確保に寄与することから、当該事業の継続について異議はありません。 

なお、事業の実施に当たっては、周辺環境への影響を最小限にとどめるとともに、より一層、徹底し

たコスト縮減を図り、これまで以上に効率的・効果的な執行に努め、早期供用を図るようお願いいたし

ます。 

事業評価監視委員会の意見  

当委員会に提出された再評価原案準備書の対応方針については、北海道開発局案を妥当と判断する。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

・北海道横断自動車道 夕張ＩＣ～十勝清水ＩＣ開通 

・旭川十勝道路 北の峰ＩＣ～布部ＩＣ開通 

・一般国道３８号芦別バイパス、赤平バイパス開通 

・シーニックバイウェイ北海道「大雪・富良野ルート」指定 

・富良野・美瑛観光圏整備実施計画認定 

・道の駅『びえい「白金ビルケ」』開業 

・旭川空港国際ターミナル開業 

・シーニックバイウェイ北海道「空知シーニックバイウェイ－体感未来道－」候補ルート登録 

・北海道内７空港民間運営開始 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

平成５年度に工事着手し、盤の沢道路の用地進捗率約７０％、事業進捗率約２５％、五稜道路の用地

進捗率約９５％、事業進捗率約１４％となっている。（令和２年３月末時点） 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

地すべり対策の見直しによる変更。 

引き続き、早期開通に向けて事業を進める。 

施設の構造や工法の変更等  

地すべり対策の見直しによる変更。 

引き続きコスト縮減に取り組んでいく。 

対応方針  事業継続 

対応方針決定の理由  

事業の必要性・重要性に変化はなく、費用対効果等の投資効果も確保されているため。 

事業概要図  

 
※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 

※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。 



再評価結果（令和３年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・技術課
担当課長名：前佛 和秀

事業 事業 国土交通省
事業名 一般国道４号 水 沢 東バイパス 一般国道

みずさわひがし

区分 主体 東北地方整備局

自：岩手県奥 州市水沢真 城字東大深沢
おうしゅう みずさわしんじょう ひがしおおふかさわ

起終点 延長 ９．６ｋｍ
至：岩手県奥 州市水沢佐倉河字十文字

おうしゅう みずさわさくらかわ じゅうもんじ

事業概要

一般国道４号は東京都中央区から青森県青森市に至る延長約８３６．４ｋｍの主要な幹線道路である。
水沢東バイパスは、岩手県奥州市水沢真城字東大深沢から佐倉河字十文字に至る延長９．６ｋｍの４

車線道路である。

Ｓ６０年度事業化 Ｓ５７年度都市計画決定 Ｓ６３年度用地着手 Ｈ４年度工事着手
全体事業費 約３９０億円 事業進捗率 約７４％ 供用済延長 ６．９ｋｍ

（令和2年3月末時点）

計画交通量 ２０，２００台／日
Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)／(事業全体) 総便益 (残事業)／(事業全体) 基準年

費用対効果 (事業全体) １１３億円／ ６７２億円 ２９０億円／ ７０３億円
分析結果 １．０５ 事 業 費 ： ８２億円／ ６１９億円 走行時間短縮便益： ２７３億円／ ５９６億円 令和２年

(残 事 業) 維持管理費 ： ３１億円／ ５３億円 走行経費減少便益： １７億円／ １００億円
２．６ 交通事故減少便益：０．５２億円／ ７.３億円

感度分析の結果
【全体事業】交 通 量 変 動：B/C= 0.9～1.1(交通量 ±10%)【残事業】B/C=1.4～3.8(交通量 ±10%)

事 業 費 変 動：B/C=1.03～1.1(事業費 ±10%) B/C=2.4～2.8(事業費 ±10%)
事業期間変動：B/C=1.00～1.1(事業期間 ±1年) B/C=2.5～2.7(事業期間 ±1年)

事業の効果等
①円滑なモビリティの確保

・現道等の年間渋滞損失時間の削減
（渋滞損失時間：35.6万人時間/年、渋滞損失削減率：約７割削減）

②安全で安心できるくらしの確保
・三次医療施設へのアクセス向上

（奥州市水沢真城地区～岩手医科大学附属病院 現況56分⇒将来53分）
③災害への備え

・岩手県地域防災計画において、国道４号が緊急輸送道路（第１次路線）に指定
他12項目に該当

関係する地方公共団体等の意見
○岩手県知事の意見

１ 「対応方針（原案）」案に対して異議ありません。
２ 一般国道４号水沢東バイパスは、市街地の交通渋滞の緩和や交通事故の減少、迅速で安定した救

急搬送などの効果が期待されることから、令和７年度の開通に向けて、コスト縮減にも最大限に配
慮しながら、事業の進捗を図るようお願いします。

また、本事業において検討されたコスト縮減対策等については、本県で実施する事業においても
十分検討し、活用していきたいと考えておりますので、引き続き御指導をお願いします。

○以下の団体等から、水沢東バイパスの整備促進について要望あり
国道４号水沢東バイパス整備促進期成同盟会、国道４号岩手県南地域拡幅整備促進期成同盟会

事業評価監視委員会の意見
対応方針（原案）は妥当である。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等
・この事業の目的が失われるような道路交通状況の変化及び関連プロジェクト等の変更はない。

事業の進捗状況、残事業の内容等
・昭和６０年度新規事業化、用地進捗率約８１％、事業進捗率約７４％（令和２年３月末時点）
・平成１７年度まで：奥州市水沢東中通り二丁目～奥州市水沢佐倉河字十文字間 延長４．６ｋｍ

（２／４）部分開通
・令和２年３月 ：奥州市水沢姉体町～奥州市水沢東中通り二丁目間 延長２．３ｋｍ

（２／４）部分開通



事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等
・令和７年度の供用を目指して事業を実施中。

施設の構造や工法の変更等
・橋梁支承材料の見直しを行うことでコスト縮減を図っている。

対応方針 事業継続
対応方針決定の理由

・奥州市内の交通混雑の緩和、交通安全確保等のため、早期整備の必要性が高い。
事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。

凡例

：開通済
：事業中

その他凡例

その他道路凡例

車線数
：４車線
：２車線

：市役所
：H27全国道路・街路
交通情勢調査
：主要渋滞箇所

水沢ＩＣ

至 盛岡 456

397

343

4

至 仙台

奥州市

奥州SＩＣ

一
般
国
道
４
号

水
沢
東
バ
イ
パ
ス

延
長
9
．
6
㎞

開
通
済

（暫
定
2
車
線
）

延
長
6
．
9
㎞

事業中区間
（暫定2車線）
延長2.7㎞

R7年度開通予定※

岩手県奥州市水沢佐倉河字十文字終点

いわて おうしゅう みずさわ さくらかわ あざじゅうもんじ

岩手県奥州市水沢真城字東大深沢起点

いわて おうしゅう みずさわしんじょうあざひがしおおふかさわ

奥州
市役所

T’15 14,163台/日

T’15 26,191台/日

T’15 11,886台/日

T’15 17,687台/日

T’15
17,595台/日

T’15 12,233台/日

T’15
8,588台/日

T’15
12,567台/日

T’15
17,236台/日

T’15
5,693台/日

H8開通
延長1.2㎞

H10開通
延長1.3㎞

H13開通
延長1.1㎞

H17開通
延長1.0㎞

R1開通
延長2.3㎞

：評価対象区間
：高規格幹線道路
：地域高規格道路
：一般国道
：主要地方道・県道

道路種別

※用地買収が順調に進んだ場合

水沢東バイパス



再評価結果（令和３年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・技術課
担当課長名：前佛 和秀

事業 事業 国土交通省
事業名 一般国道４６号 盛岡西バイパス 一般国道

もりおかにし

区分 主体 東北地方整備局

自：岩手県盛岡市永井第一地割字高屋
もりおか ながいだいいちちわり た か や

起終点 延長 ７．８ｋｍ
至：岩手県盛岡市上 厨 川字前潟

もりおか かみくりやがわ まえがた

事業概要

一般国道４６号は、岩手県盛岡市から秋田県秋田市に至る延長約１０１．８ｋｍの主要な幹線道路であ
る。
盛岡西バイパスは岩手県盛岡市永井第一地割字高屋から盛岡市上厨川字前潟に至る延長７．８ｋｍの４

車線（一部６車線）道路である。
Ｓ５９年度事業化 Ｓ５９年度都市計画決定 Ｓ６１年度用地着手 Ｓ６２年度工事着手

（H１４年度事業延伸） （H２１年度変更）
全体事業費 約４５３億円 事業進捗率 約７７％ 供用済延長 ７．８km

（令和2年3月末時点） （暫定）
計画交通量 ３０，９００台／日

Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)／(事業全体) 総便益 (残事業)／(事業全体) 基準年
費用対効果 (事業全体) １１７億円／ ８４２億円 ３８１億円／ １，１１７億円
分析結果 １．３ 事 業 費 ： ９７億円／ ７９０億円 走行時間短縮便益： ３４４億円／ ９９６億円 令和２年

( 残 事 業 ) 維持管理費 ： ２０億円／ ５２億円 走行経費減少便益： ３６億円／ １０４億円
３．２ 交通事故減少便益： １.１億円／ １８億円

感度分析の結果
【全体事業】交 通 量 変 動 ：B/C=0.99～1.6(交通量 ±10%)【残事業】B/C=1.3～5.2(交通量 ±10%)

事 業 費 変 動 ：B/C= 1.3～1.3(事業費 ±10%) B/C=3.0～3.5(事業費 ±10%)
事業期間変動 ：B/C= 1.3～1.4(事業期間±1年) B/C=3.1～3.3(事業期間±1年)

事業の効果等
①円滑なモビリティの確保
・現道等の年間渋滞損失時間の削減

（渋滞損失時間：218.4万人時間/年、渋滞損失削減率：約6割削減）
②安全で安心できるくらしの確保
・三次医療施設へのアクセス性向上

（盛岡市前潟地区～岩手医科大学附属病院 現況37分⇒将来34分）
③災害への備え
・岩手県地域防災計画において、国道46号が緊急輸送道路（第1次路線）に指定

他13項目に該当
関係する地方公共団体等の意見
〇岩手県知事の意見
１ 「対応方針（原案）」案に対して異議ありません。
２ 一般国道４６号盛岡西バイパスは、盛岡都市圏の交通の円滑化による都市環境の改善や東北縦貫自

動車道へのアクセス向上などの効果が期待されることから、令和７年度の開通に向けて、コスト縮減
にも最大限に配慮しながら、事業の進捗を図るようお願いします。

また、本事業において検討された技術基準改定による橋梁の構造変更やコスト縮減対策等について
は、本県で実施する事業においても十分検討し、活用していきたいと考えておりますので、引き続き
御指導をお願いします。

〇以下の団体等から、盛岡西バイパスの整備促進について要望あり。
岩手県（知事）、盛岡市（市長）、矢巾町（町長）
国道４６号「地域高規格道路」盛岡秋田道路整備促進期成同盟会

事業評価監視委員会の意見
対応方針（原案）は妥当である。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等
・この事業の目的が失われるような道路交通状況の変化及び関連プロジェクト等の変更はない。
・岩手医科大学附属病院の移転（令和元年９月）

事業の進捗状況、残事業の内容等
・昭和５９年度新規事業化、用地進捗率１００％、事業進捗率約７７％（令和２年３月末時点）
・平成２５年度全線暫定供用（延長７．８㎞）



事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等
・令和７年度の供用を目指して事業を実施中。

施設の構造や工法の変更等
・防草対策の見直しを行うことでコスト縮減を図っている。

対応方針 事業継続
対応方針決定の理由
盛岡市内の交通混雑の緩和、救急医療施設へのアクセス向上等のため、早期整備の必要性が高い。

事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。



再評価結果（令和３年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・技術課
担当課長名：前佛 和秀

事業 事業 国土交通省
事業名 一般国道４５号（三陸沿岸道路）侍 浜～階上 一般国道

さむらいはま はしかみ

区分 主体 東北地方整備局

自：青森県三戸郡階 上 町大字道仏
さんのへ はしかみちようおおあざどうぶつ

起終点 延長 ２３．０ｋｍ
至：岩手県久慈市侍 浜 町桑畑

く じ さむらいはまちようくわはた

事業概要

三陸沿岸道路 宮古～八戸は、岩手県宮古市から青森県八戸市に至る延長約１３２ｋｍの復興道路であ
る。

侍浜～階上は、三陸沿岸道路の一部を形成し、青森県三戸郡階上町から岩手県久慈市を通過する延長２
３．０ｋｍ、２車線の自動車専用道路である。

Ｈ２３年度事業化 Ｈ－年度都市計画決定 Ｈ２４年度用地着手 Ｈ２３年度工事着手
全体事業費 約１，１３５億円 事業進捗率 約８３％ 供用済延長 ２３．０ｋｍ

（令和2年3月末時点）

計画交通量 ４,８００台／日
Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)／(事業全体) 総便益 (残事業)／(事業全体) 基準年

費用対効果 (事業全体) 56億円／6,472億円 371億円／6,569億円
分析結果 1.01（0.5） 事 業 費： 24億円／6,046億円 走行時間短縮便益： 337億円／5,620億円 令和２年

［宮古～八戸］ (残 事 業) 維持管理費： 33億円／ 426億円 走行経費減少便益： 17億円／ 811億円
6.6（1.2） 交通事故減少便益： 17億円／ 137億円

感度分析の結果
【全体事業】交 通 量 変 動：B/C=0.98～1.1 (交通量 ±10%)【残事業】B/C=6.2～7.1(交通量 ±10%)

事 業 費 変 動：B/C=1.01～1.02(事業費 ±10%) B/C=6.3～6.9(事業費 ±10%)
事業期間変動：B/C=0.97～1.02(事業期間±1年) B/C=6.4～6.6(事業期間±1年)

事業の効果等
①災害時にも避難路や緊急輸送道路として機能する信頼性の高い高速ネットワークの形成

・三陸沿岸道路は、津波浸水箇所を回避しており、迂回路として機能に期待。
②安全で安心できる暮らしの確保

・三次医療施設へのアクセス性が向上（宮古市[田老総合事務所]～県立久慈病院 現況80分⇒将来54分）
③周遊型観光の活性化を支援

・三陸沿岸地域の観光地へのアクセス性・周遊性が向上。
④アクセス性向上による物流効率化や更なる企業誘致を支援

・三陸沿岸道路整備によるアクセス性向上を見越した、三陸沿岸地域へ大手物流会社が立地・操業開始
や冬期の安定した輸送ルートが確立。

関係する地方公共団体等の意見
○青森県知事の意見

対応方針（原案）のとおり事業継続に異存はありません。
三陸沿岸道路（宮古～八戸）は、「地方創生」「国土強靱化」を推し進めるためにも必要不可欠な高

規格幹線道路であることから、早期に全線供用されるよう整備をお願いします。

○岩手県知事の意見
１ 「対応方針（原案）」案に対して異議ありません。
２ 三陸沿岸道路は、災害に強く信頼性の高い道路ネットワークの構築や迅速な救命救急活動、物流の

円滑化・効率化、観光振興に資するなど、本県の復興や地方創生に欠かすことのできない社会基盤で
あることから、1日も早い全線開通をお願いします。

また、ハーフインターチェンジのフルインターチェンジ化は、防災機能の強化や地域活性化等に資
することから、コスト縮減にも配慮しながら、事業の進捗を図るようお願いします。

本事業において検討されたコスト縮減対策等については、本県で実施する事業においても十分検討
し、活用していきたいと考えておりますので、引き続き御指導をお願いします。



○以下の団体等から、三陸沿岸道路の整備促進について要望あり
・三陸地区国道協議会
・岩手県三陸沿岸道路整備促進期成同盟会
・八戸・久慈自動車道促進期成同盟会
・宮古市道路整備促進協議会
・宮古・盛岡・秋田間国道整備促進期成同盟会
・宮古盛岡横断道路高規格化・指定区間編入促進期成同盟会

事業評価監視委員会の意見
対応方針（原案）の事業継続は妥当である。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等
・この事業の目的が失われるような道路交通状況の変化及び関連プロジェクト等の変更はないが、

地域防災計画に伴う防災拠点としての機能強化や観光資源の多様化に伴い洋野種市ICの南側からの
アクセス強化の必要性が生じた。

・八戸南道路 延長８．７ｋｍ（２／４）が平成２５年３月に開通
・普代道路 延長４．２ｋｍ（２／２）が平成２５年１０月に開通
・尾肝要道路 延長４．５ｋｍ（２／２）が平成２６年３月に開通
・八戸南環状道路 延長８．６ｋｍ（２／４）が平成２６年３月に開通
・田老岩泉道路 延長６．０ｋｍ（２／２）が平成３０年３月に開通
・宮古田老道路（田老真崎海岸ＩＣ～田老北ＩＣ）延長４．０ｋｍ（２／２）が平成３０年３月に開通
・久慈北道路 延長７．４ｋｍ（２／２）が令和２年３月に開通
・宮古田老道路（宮古中央ＪＣＴ～田老真崎海岸ＩＣ）延長１７．０ｋｍ（２／２）が

令和２年７月に開通
・洋野階上道路（洋野種市ＩＣ～階上ＩＣ）延長７．０ｋｍ（２／２）が令和２年１２月に開通
・尾肝要普代道路（田野畑北ＩＣ～普代）延長８．０ｋｍ（２／２）が令和２年１２月に開通

事業の進捗状況、残事業の内容等
・平成２３年度に事業化、用地進捗率１００％、事業進捗率約８３％（令和２年３月末時点）

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等
・事業の進捗に係る問題はない
・令和２年度末 侍浜ＩＣ～洋野種市ＩＣ 延長１６．０ｋｍ（２/２） 開通予定

施設の構造や工法の変更等
・植生工の工法変更を行うことでコスト縮減を図っている。

対応方針 事業継続
対応方針決定の理由

災害時の代替路及び緊急輸送道路の確保、広域ネットワーク形成による産業・観光・医療活動の支援の
ため、早期整備の必要性が高い。
事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。

秋田県

岩手県

宮城県山形県

福島県

一般国道４５号
（三陸沿岸道路）
侍浜～階上

青森県



再評価結果（令和３年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・技術課
担当課長名：前佛 和秀

事業 事業 国土交通省

事業名 一般国道45号（三陸沿岸道路）歌津～本吉 一般国道
さんりくえんがんどうろ う た つ もとよし

区分 主体 東北地方整備局

起終点 自：宮城県本吉郡南 三 陸 町歌津字白山 延長 １２．０ｋｍ
もとよし みなみさんりくちようう た つ しらやま

至：宮城県気仙沼市本 吉 町津谷長根
けせんぬま もとよしちよう つ や な が ね

事業概要
一般国道４５号（三陸沿岸道路 登米ＩＣ～釜石ＪＣＴ）は、宮城県登米市から岩手県釜石市に至る約1

11㎞の復興道路である。
三陸沿岸道路（歌津～本吉）は、三陸沿岸道路の一部を形成し、宮城県本吉郡南三陸町から宮城県気仙

沼市へ至る延長12.0㎞、２車線の自動車専用道路である。
Ｈ２３年度事業化 Ｈ-年都市計画決定 Ｈ２３年度用地着手 Ｈ２４年度工事着手

全体事業費 約７２３億円 事業進捗率 約９９％ 供用済延長 １２．０km
（令和2年3月末時点）

計画交通量 １３，９００台／日
Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)／(事業全体) 総便益 (残事業)／(事業全体) 基準年

費用対効果 (事業全体) １７億円／５，６２０ 億円 １９億円／５，９４６億円
分析結果 １．１（１．３） 事 業 費 ： １６億円／５，２５６ 億円 走行時間短縮便益： １２億円／４，８９８億円 令和２年
【登米～ （残事業） 維持管理費 ： １．１億円／ ３６４ 億円 走行経費減少便益： ６．５億円／ ７８１億円

釜石】 １．１（１．１） 交通事故減少便益： ０．３２億円／ ２６７億円
感度分析の結果【登米～釜石】
【事業全体】交通量 ：B/C= 1.1 ～1.1(交通量 ±10%) 【残事業】B/C= 1.1 ～1.2(交通量 ±10%)

事業費 ：B/C= 1.1 ～1.1(事業費 ±10%) B/C= 1.01～1.2(事業費 ±10%)
事業期間 ：B/C= 1.02～1.1(事業期間＋1年) B/C= 1.1 ～1.1(事業期間＋1年)

事業の効果等
①災害時のリダンダンシー確保
②安定した救命搬送の確保

・三次医療施設への速達性が確保されるとともに、安定した救命搬送を確保（気仙沼市立病院～石巻赤
十字病院 R1年度末：62分→全線開通時：59分）

③地域産業振興の後押し
・新設IC周辺の水産加工団地等の整備と併せて、地域産業のさらなる振興を後押し

④広域観光の振興を支援
・内陸部を含めた広域周遊観光ルートを形成するとともに、滞在時間が増加し、地域の観光活性化を支

援
関係する地方公共団体等の意見
○岩手県知事の意見

１ 「対応方針（原案）」案に対して異議ありません。
２ 三陸沿岸道路は、災害に強く信頼性の高い道路ネットワークの構築や迅速な救命救急活動、物流の

円滑化・効率化、観光振興に資するなど、本県の復興や地方創生に欠かすことのできない社会基盤で
あることから、１日も早い全線開通をお願いします。

また、ハーフインターチェンジのフルインターチェンジ化は、防災機能の強化や地域活性化等に資
することから、コスト縮減にも配慮しながら、事業の進捗を図るようお願いします。

本事業において検討されたコスト縮減対策等については、本県で実施する事業においても十分検討
し、活用していきたいと考えておりますので、引き続き御指導をお願いします。

○宮城県知事の意見
「対応方針（原案）」のとおり「継続」で異議ありません。
三陸沿岸道路は本県の復興に欠かすことのできない社会基盤であり、災害に強く信頼性の高い道路ネ

ットワークの構築や迅速な救命救急活動、物流の円滑化・効率化、観光振興等に大きく寄与する道路で
ある。

評価対象の歌津北ICのフル化事業は、気仙沼方面から旧歌津町における災害時の救援活動の強靱化が
図られるとともに、気仙沼方面へのアクセス性が向上し、水産業をはじめとした産業振興が期待される
事業である。



今回の再評価については、歌津北ICのフル化事業の追加に伴う、全体事業費や事業期間についての変
更であり、「対応方針（原案）」案に対して異議はない。引き続き、コスト縮減に最大限配慮いただき、
一日も早い完成に向けて事業の進捗を図っていただきたい。

○以下の団体等から、三陸沿岸道路の整備促進について要望あり
・三陸縦貫自動車道・アクセス道路建設促進期成同盟会
・大船渡、釜石、大槌、山田間三陸縦貫自動車道整備促進協議会
・東北横断自動車道及び三陸縦貫自動車道整備促進釜石市民会議
・岩手県三陸沿岸道路整備促進期成同盟会
・気仙沼市、南三陸町、気仙沼・南三陸地方三陸沿岸道路整備促進協議会
・気仙沼・本吉地方リアス・ハイウェイ女性の集い委員会
・三陸沿岸都市会議（八戸市、久慈市、宮古市、釜石市、大船渡市、陸前高田市、気仙沼市）

事業評価監視委員会の意見
対応方針（原案）の事業継続は妥当である

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等
・この事業の目的が失われるような道路交通状況の変化及び関連プロジェクト等の変更はないが、宮城

県消防受援計画の策定等、気仙沼市から南三陸町へのアクセス強化の必要性が生じた。
事業の進捗状況、残事業の内容等（【歌津～本吉】）

・平成２３年度事業化、用地進捗率１００％、事業進捗率約９９％（令和２年３月末時点）
事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等

・事業の進捗に係る問題はない
・令和２年：小泉海岸ＩＣ～本吉津谷ＩＣ間 延長２．０ｋｍ開通（11/21）

施設の構造や工法の変更等
・人道橋をこ道橋へ集約することで、コスト縮減を図っている。

対応方針 事業継続
対応方針決定の理由

災害時の代替路及び緊急輸送道路の確保、広域ネットワーク形成による産業・観光・医療活動の支援の
ため、早期整備の必要性が高い。
事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。
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再評価結果（令和３年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・技術課
担当課長名：前佛 和秀

事業 事業 国土交通省
事業名 一般国道４号 大衡道路 区分 一般国道 主体 東北地方整備局

おおひらどうろ

起終点
自：宮城県黒川郡大衡村大衡柧木

延長 ４．５ｋｍ

おおひらむらおおひらは ぬ き

至：宮城県黒川郡大衡村駒場字蕨崎
おおひらむらこまばあざわらびざき

事業概要
一般国道４号は東京都中央区から青森県青森市に至る延長約８３６．４ｋｍの主要な幹線道路である。
大衡道路は宮城県黒川郡大衡村大衡柧木から大衡村駒場字蕨崎に至る延長約４．５ｋｍの４車線事業

である。
Ｈ２８年度事業化 Ｈ２７年度都市計画決定 Ｈ３０年度用地着手 令和元年度工事着手

全体事業費 約７９億円 事業進捗率 約１３％ 供用済延長 － ㎞
（令和2年3月末時点）

計画交通量 ２６，９００台／日
Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)／(事業全体) 総便益 (残事業)／(事業全体) 基準年

費用対効果 (事業全体) ６２億円／ ８３億円 １４３億円／ １４３億円
分析結果 １．７ 事 業 費 ： ４７億円／ ６８億円 走行時間短縮便益： １３１億円／ １３１億円 令和２年

( 残 事 業 ) 維持管理費 ： １５億円／ １５億円 走行経費減少便益： ９．９億円／ ９．９億円
２．３ 交通事故減少便益： ２．３億円／ ２．３億円

感度分析の結果
【事業全体】交通量 ：B/C=1.5～1.9(交通量 ±10%) 【残事業】B/C= 2.0～ 2.6(交通量 ±10%)

事業費 ：B/C=1.6～1.8(事業費 ±10%) B/C= 2.1～ 2.5(事業費 ±10%)
事業期間 ：B/C=1.7～1.8(事業期間＋1年) B/C= 2.2～ 2.4(事業期間＋1年)

事業の効果等
①円滑なモビリティの確保
・現道等の年間渋滞損失時間の削減

（渋滞損失時間：47.7万人・時間/年、渋滞損失削減率：約9割削減）
②国土・地域ネットワークの構築
・当該路線の整備により、大衡村から圏域中心都市の大崎市へのアクセス向上が見込まれる。

（大衡村→大崎市 現況：31分→整備後：29分）
③災害への備え
・宮城県緊急輸送道路における、第１次緊急輸送道路ネットワークに位置づけ。

他５項目に該当
関係する地方公共団体等の意見
○宮城県知事の意見
「対応方針（原案）」案のとおり「継続」で異議ありません。
一般国道４号は、東日本の縦の大動脈として東北全般の産業経済活動や地域間交流を支える、極め

て重要な役割を担う幹線道路であり、東日本大震災においては、並行する東北縦貫自動車道とともに、
被災地への支援活動にも大きな役割を果たした。

評価対象の大衡道路は、慢性的な渋滞が発生し、特に冬期においては、東北縦貫自動車道が通行止
めとなった際の代替路として、激しい渋滞が生じるなど、交通混雑が課題となっており、４車線化の
早期完成が望まれている路線である。

今回の再評価においては、全体事業費や事業期間について、当初計画通りの事業実施が見込まれて
おり、「対応方針（原案）」案に対して異議はない。引き続き、コスト縮減に最大限配慮いただき、一
日も早い完成に向けて事業の進捗を図っていただきたい。
○以下の団体等から、大衡道路の整備促進について要望あり
宮城県知事、国道４号拡幅改良建設促進期成同盟会、宮城県道路利用者会議

事業評価監視委員会の意見
対応方針（原案）は妥当である。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等
・この事業の目的が失われるような道路交通状況の変化及び関連プロジェクト等の変更はない。

事業の進捗状況、残事業の内容等
・平成２８年度事業化、用地進捗率約３％、事業進捗率約１３％（令和２年３月末時点）



事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等
・事業の進捗に係る問題はない。

施設の構造や工法の変更等
・側道の縦断計画見直しを行うことでコスト縮減を図っている。

対応方針 事業継続
対応方針決定の理由
渋滞の緩和、交通事故の削減、東北縦貫自動車道の迂回機能確保のため早期整備の必要性が高い。

事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。



再評価結果（令和３年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・技術課

担当課長名：前佛 和秀

事業 事業 国土交通省
事業名

日本海沿岸東北自動車道 酒田～由利本荘
一般国道

にほんかいえんがんとうほく さ か た ゆりほんじよう

（一般国道７号 遊佐象潟道路）
区分 主体 東北地方整備局ゆ ざ きさかた

起終点
自：山形県飽海郡遊佐町北目

延長 １７．９km

やまがた あ くみ ゆ ざ きた め

至：秋田県にかほ市象潟町小滝
あ き た きさかたまちこ た き

事業概要

日本海沿岸東北自動車道は、新潟県新潟市を起点として山形県酒田市や秋田県秋田市を経て青森県青森

市に至る延長約322kmの高規格幹線道路である。

遊佐象潟道路は、日本海沿岸東北自動車道の一部を構成する道路で、山形県飽海郡遊佐町北目から秋田

県にかほ市象潟町小滝に至る延長17.9㎞の自動車専用道路である。
Ｈ２５年度事業化 Ｈ２４年度都市計画決定 Ｈ２７年度用地着手 Ｈ２８年度工事着手

全体事業費 約５７５億円 事業進捗率 約２４％ 供用済延長 ―km

（令和2年3月末時点）

計画交通量 １０，０００ 台／日

Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年

費用対効果 (事業全体) 485億円/992億円 946億円/1,117億円

分析結果 １．１（１．４） 事 業 費：380億円/858億円 走行時間短縮便益：721億円/834億円 令和２年

(残 事 業) 維持管理費：106億円/134億円 走行経費減少便益：182億円/234億円

１．９（２．１） 交通事故減少便益： 43億円/ 49億円

感度分析の結果

【事業全体】交通量変動 ：B/C＝ 0.9～1.4（交通量±10％）【残事業】B/C＝1.6～2.4（交通量±10％）

事業費変動 ：B/C＝ 1.1～1.2（事業費±10％） B/C＝1.8～2.1（事業費±10％）

事業期間変動：B/C＝ 1.1～1.2（事業期間±1,2年） B/C＝1.8～2.1（事業期間±1,2年）

事業の効果等

①円滑なモビリティの確保

・現道等の年間渋滞損失時間の削減

（渋滞損失時間：14.2万人時間/年、渋滞損失削減率：約９割削減）

②物流効率化の支援

・重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上

（にかほ市～酒田港 現況41分⇒将来36分）

③災害への備え

・対象区間が秋田県緊急輸送道路ネットワーク計画において、第１次緊急輸送道路に位置づけ

※整備後は一体評価区間である酒田みなと～遊佐区間の効果も含む

他11項目に該当

関係する地方公共団体等の意見

○山形県知事の意見

１ 「対応方針（原案）」案のとおり、「継続」で異議ありません。

２ 一般国道７号「遊佐象潟道路」は、日本海沿岸東北自動車道を形成するもので、災害時のリダン

ダンシーを確保し、国土強靱化に資するとともに、物流の効率化や産業の振興、観光交流の促進、

救急医療活動への支援などに寄与する極めて重要な路線です。

これまでの開通区間では、並行する国道７号の代替機能や観光客数の増加など多くのストック効

果が確認されており、本区間の整備により、更なるストック効果の発現が期待されるところです。

本県では、「第４次山形県総合発展計画」や「山形県道路中期計画２０２８」において、”高速

道路・地域高規格道路の整備”の重要性について盛り込んでいるところであり、引き続き、コスト

縮減にも十分に配慮しながら、事業期間である令和８年度までの供用に向け、着実な予算の確保を

お願いします。



○秋田県知事の意見

国の対応方針（原案）（案）について、異議ありません。

本県では、県土の骨格を形成する道路ネットワークの整備を重点施策として位置づけており、人口減

少社会であっても 持続可能な地域づくりを進めるため、時間的距離を短縮し県土のコンパクト化を図

るとともに、物流の効率化や交流人口の拡大を目指し、これまでも、高規格幹線道路の整備促進につい

て強く働きかけてきたところであります。

現在、秋田・山形県境部における沿岸の幹線道路は、国道７号のみであり、全面通行止めが発生した

場合には、大きな迂回を余儀なくされており、遊佐象潟道路の整備により、災害時の代替性確保や緊急

医療施設へのアクセス性の向上が期待されるほか、航空機関連産業の競争力強化や、観光振興など地域

の活性化に大きく寄与するものと考えております。

引き続き、コスト縮減に十分に配慮しながら、令和２年２月に公表された開通予定に向けて、必要な

予算の確保及び一層の事業促進をお願いいたします。

○以下の団体等から、遊佐象潟道路の整備促進について要望あり

秋田県、秋田県議会、由利本荘市、由利本荘市議会、東北日本海沿岸市町村議会協議会、日本海沿岸東

北自動車道建設促進秋田県南部期成同盟会、本荘由利交通体系整備促進協議会、日本海沿岸東北自動車

道山形・秋田県境区間建設促進期成同盟会、鶴岡市議会、鶴岡市、酒田市、庄内開発協議会、山形県庄

内地区道路協議会

事業評価監視委員会の意見

・対応方針（原案）は妥当である。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等

・この事業の目的が失われるような道路交通状況の変化及び関連プロジェクト等の変更はない。

事業の進捗状況、残事業の内容等

・平成２５年度新規事業化、事業進捗率約２４％（うち用地進捗率４２％）（令和２年３月末時点）

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等

・（仮）小砂川IC～（仮）象潟ICが令和７年度、遊佐鳥海IC～（仮）小砂川ICが令和８年度の供用を目

指して事業を実施中

施設の構造や工法の変更等

・事業調整による盛土材料の変更を行うことでコスト縮減を図っている。

対応方針 事業継続

対応方針決定の理由

山形県～秋田県間の災害時のリダンダンシーの確保、広域的な連携・交流の促進等のため、早期整備の

必要性が高い。

事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。

※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。

一般国道７号
遊佐象潟道路



再評価結果（令和３年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・技術課

担当課長名：前佛 和秀

事業 事業 国土交通省
事業名

日本海沿岸東北自動車道 酒田～由利本荘 高速自動車国道

にほんかいえんがんとうほく さ か た ゆりほんじよう

（酒田みなと～遊佐）
区分 主体 東北地方整備局さ か た ゆ ざ

起終点
自：山形県酒田市藤塚

延長 １２．０km

やまがた さ か た ふじつか

至：山形県飽海郡遊佐町北目
やまがた あ くみ ゆ ざ きた め

事業概要

日本海沿岸東北自動車道は、新潟県新潟市を起点として山形県酒田市や秋田県秋田市を経て青森県青森

市に至る延長約322kmの高規格幹線道路である。

日本海沿岸東北自動車道 酒田みなと～遊佐は、日本海沿岸東北自動車道の一部を構成する道路で山形

県酒田市藤塚～山形県飽海郡遊佐町北目に至る延長12.0㎞の自動車専用道路である。
Ｈ２１年度事業化 Ｈ２１年度都市計画決定 Ｈ２３年度用地着手 Ｈ２４年度工事着手

全体事業費 約３６０億円 事業進捗率 約７８％ 供用済延長 ５．５km

（令和2年3月末時点）

計画交通量 １０，６００ 台／日

費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年

分析結果 (事業全体) 485億円/992億円 946億円/1,117億円

１．１（１．３） 事 業 費： 380億円/858億円 走行時間短縮便益：721億円/834億円 令和２年

(残 事 業) 維持管理費： 106億円/134億円 走行経費減少便益：182億円/234億円

１．９（２．９） 交通事故減少便益： 43億円/ 49億円

感度分析の結果

【事業全体】交通量変動 ：B/C＝0.9～1.4（交通量±10％）【残事業】B/C＝1.6～2.4（交通量±10％）

事業費変動 ：B/C＝1.1～1.2（事業費±10％） B/C＝1.8～2.1（事業費±10％）

事業期間変動：B/C＝1.1～1.2（事業期間±1,2年） B/C＝1.8～2.1（事業期間±1,2年）

事業の効果等

①円滑なモビリティの確保

・並行区間等の年間渋滞損失時間の削減

（渋滞損失時間：5.6万人時間/年、渋滞損失時間：約８割削減）

②物流効率化の支援

・特定重要港湾もしくは国際コンテナ航路の発着港湾へのアクセス向上

（にかほ市～酒田港 現況：41分→整備後：36分）

③災害への備え

・対象区間が山形県緊急輸送道路ネットワーク計画において、第１次緊急輸送道路に位置づけ

※整備後は一体評価区間である遊佐象潟道路区間の効果も含む

他10項目に該当

関係する地方公共団体等の意見

○山形県知事の意見

１ 「対応方針（原案）」案のとおり、「継続」で異議ありません。

２ 日本海沿岸東北自動車道は、日本海側を縦貫する大動脈として、災害時のリダンダンシーを確保し、

国土強靱化に資するとともに、物流の効率化や産業の振興、観光交流の促進、救急医療活動への支援

などに寄与する極めて重要な路線です。

これまでの開通区間では、並行する国道7号の代替機能や観光客数の増加など多くのストック効果

が確認されており、本区間の整備により、更なるストック効果の発現が期待されるところです。

本県では、「第4次山形県総合発展計画」や「山形県道路中期計画2028」において“高速道路・地

域高規格道路の整備”の重要性について盛り込んでいるところであり、引き続き、コスト縮減にも十

分に配慮しながら、事業期間である令和5年度までの供用に向け、着実な予算の確保をお願いします。

○以下の団体等から、酒田みなと～遊佐の整備促進について要望あり

庄内開発協議会（会長：酒田市長）、鶴岡市議会、酒田市議会

日本海沿岸東北自動車道建設促進同盟会

山形県庄内地区道路協議会（会長：酒田市長）、山形県町村議会議長会（会長：三川町議会議長） 他



事業評価監視委員会の意見

・対応方針（原案）は妥当である。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等

・この事業の目的が失われるような道路交通状況の変化及び関連プロジェクト等の変更はない。

事業の進捗状況、残事業の内容等

・平成２１年度新規事業化、事業進捗率約７８％（うち用地進捗率約７３％）（令和２年３月末時点）

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等

・事業の進捗に係る問題はない。

・令和５年度の全線供用を目指して事業を実施中。

施設の構造や工法の変更等

・法面保護工形式の見直しを行うことでコスト縮減を図っている。

対応方針 事業継続

対応方針決定の理由

山形県～秋田県間の災害時のリダンダンシーの確保、広域的な連携・交流の促進等のため、早期整備

の必要性が高い。

事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。

※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。

道路凡例

：開通済
：事業中
：未事業化

その他道路凡例

：評価対象区間
：高規格幹線道路
：地域高規格道路
：一般国道
：主要地方道・県道

道路種別

：４車線以上
：２車線

車線区分

その他凡例

：H27センサス交通量
：主要渋滞箇所
：主要渋滞区間
：市街化区域
：津波浸水想定区域

日本海沿岸東北自動車道
酒田みなと～遊佐



再評価結果（令和３年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・技術課
担当課長名：前佛 和秀

東北中央自動車道 新 庄～横手 事業 事業 国土交通省
とうほくちゆうおう しんじよう よ こ て

事業名
（一般国道13号 横堀道路） 区分 一般国道 主体 東北地方整備局

よこぼり

自：秋田県湯沢市下院内
ゆ ざ わ しもいんない

起終点
至：秋田県湯沢市桑 崎

延長 ３.７ｋｍゆ ざ わ くわがさき

事業概要
東北中央自動車道は、福島県相馬市を起点として福島市、山形県米沢市、山形市等を経て秋田県横手市

で東北横断自動車道釜石秋田線に連結する延長約268kmの高速自動車国道である。
横堀道路は、東北中央自動車道の一部を構成する道路で、秋田県湯沢市下院内～秋田県湯沢市桑崎に至

る延長3.7kmの自動車専用道路である。
Ｈ２７年度事業化 － 都市計画決定 Ｈ２８年度用地着手 Ｈ２８年度工事着手
全体事業費 約１４５億円 事業進捗率 約３６％ 供用済延長 ― km

（令和2年3月末時点）

計画交通量 ５，４００台／日
費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)／(事業全体) 総便益 (残事業)／(事業全体) 基準年
分析結果 (事業全体) ６７６億円／９６１億円 １,０８８億円／１,０８８億円

１．１（０．９） 事 業 費 ：５２９億円／８１３億円 走行時間短縮便益：８４９億円／ ８４９億円
令和２年

(残 事 業) 維持管理費 ：１４８億円／１４８億円 走行経費減少便益：１９４億円／ １９４億円
１．６（１．４） 交通事故減少便益： ４４億円／ ４４億円

感度分析の結果
【事業全体】交通量変動 ：B/C=1.04～1.3(交通量±10%) 【残事業】B/C=1.5～1.8(交通量±10%)

事業費変動 ：B/C=1.1 ～1.2(事業費±10%) B/C=1.5～1.7(事業費±10%)
事業期間変動：B/C=1.1 ～1.2(事業期間±1,2年) B/C=1.5～1.7(事業期間±1,2年)

事業の効果等
①円滑なモビリティの確保

・現道等の年間渋滞損失時間の削減
（渋滞損失時間：2.7万人時間/年、渋滞損失削減率：約10割削減）

②安全で安心できるくらしの確保
・三次医療施設へのアクセス向上

（湯沢市院内～平鹿総合病院（横手市） 現況：37分⇒整備後：36分)
③災害への備え

・対象区間が秋田県地域防災計画において、第１次緊急輸送道路に位置づけ
※整備は一体評価区間である新庄～横手間の効果も含む

他９項目に該当
関係する地方公共団体等の意見
○秋田県知事の意見

国の対応方針（原案）（案）について、異議ありません。
本県では、県土の骨格を形成する道路ネットワークの整備を重点施策として位置づけており、人口減

少社会であっても持続可能な地域づくりを進めるため、時間的距離を短縮し県土のコンパクト化を図る
とともに、物流の効率化や交流人口の拡大を目指し、これまでも、高規格幹線道路の整備促進について
強く働きかけてまいりました。

東北中央自動車道は、東北における産業の発展や観光の振興に大きく寄与するとともに、災害時にお
ける代替機能を有する重要な路線であり、本年2月には、「横堀道路」の開通見通しを公表されたとこ
ろであります。

既に開通している「湯沢横手道路」の沿線には、自動車関連企業の進出が進み、地域の雇用の拡大が
図られるなど、その整備効果が現れており、今後さらなる整備により、ヒトやモノの交流が一層活性化
し、地域の活性化や地方創生の発展に寄与するものと考えております。

引き続き、コスト縮減に努めながら、事業期間内の完成に向けて、必要な予算を確保するとともに、
「真室川雄勝道路」の開通見通しを早期に公表し、一層の事業推進をお願いいたします。



○以下の団体等から横堀道路の整備促進について要望あり
・秋田県知事
・新庄・湯沢地域間高規格幹線道路建設促進同盟会、東北中央自動車道建設促進同盟会、秋田県南高規

格幹線道路建設促進期成同盟会
・秋田国道協議会、最上開発協議会
・山形県町村議会議長会
・東北中央自動車道 新庄・湯沢間建設促進フォーラム実行委員会

事業評価監視委員会の意見
対応方針（原案）は妥当である。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等
・この事業の目的が失われるような道路交通状況の変化及び関連プロジェクト等の変更はない。

事業の進捗状況、残事業の内容等
・平成２７年度新規事業化、事業進捗率約３６％（うち用地進捗率約２３％）（令和２年３月末時点）

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等
・事業の進捗に係る問題はない。
・令和７年度の全線供用を目指して事業を実施中。

施設の構造や工法の変更等
・雪崩予防柵の形式の見直しを行うことでコスト縮減を図っている。

対応方針 事業継続
対応方針決定の理由
高規格ネットワークの形成による、山形県・秋田県を含む広域連携の強化とともに、冬期における信頼

性確保等のため、早期整備の必要性が高い。
事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。

： 評価対象区間
： 高規格幹線道路
： 地域高規格道路
： 一般国道
： 主要地方道・県道

その他道路凡例

□□□□

： 開通済
： 事業中
： 未事業化

凡例

道
路
種
別

： 2車線
車
線
数

その他凡例

： H27センサス交通量



再評価結果（令和３年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・技術課
担当課長名：前佛 和秀

東北中央自動車道 新 庄～横手 事業 事業 国土交通省
とうほくちゆうおう しんじよう よ こ て

事業名
（一般国道13号 真室川雄勝道路） 区分 一般国道 主体 東北地方整備局

まむ ろがわおがち

自：山形県最上郡真室川町大字及位
も が み まむろがわまち の ぞ き

起終点
至：秋田県湯沢市上院内

延長 ７.２ｋｍゆ ざ わ かみいんない

事業概要
東北中央自動車道は、福島県相馬市を起点として福島市、山形県米沢市、山形市等を経て秋田県横手市

で東北横断自動車道釜石秋田線に連結する延長約268kmの高速自動車国道である。
真室川雄勝道路は、東北中央自動車道の一部を構成する道路で、山形県最上郡真室川町大字及位～秋田

県湯沢市上院内に至る延長7.2kmの自動車専用道路である。
Ｈ２９年度事業化 － 都市計画決定 Ｒ元年度用地着手 Ｒ元年度工事着手
全体事業費 約２４７億円 事業進捗率 約３％ 供用済延長 ― km

（令和2年3月末時点）

計画交通量 ４，４００台／日
費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)／(事業全体) 総便益 (残事業)／(事業全体) 基準年
分析結果 (事業全体) ６７６億円／９６１億円 １,０８８億円／１,０８８億円

１．１（１．０１） 事 業 費 ：５２９億円／８１３億円 走行時間短縮便益：８４９億円／ ８４９億円 令和２年
(残 事 業) 維持管理費 ：１４８億円／１４８億円 走行経費減少便益：１９４億円／ １９４億円
１．６（１．１） 交通事故減少便益： ４４億円／ ４４億円

感度分析の結果
【事業全体】交通量変動 ：B/C=1.04～1.3(交通量±10%) 【残事業】B/C=1.5～1.8(交通量±10%)

事業費変動 ：B/C=1.1 ～1.2(事業費±10%) B/C=1.5～1.7(事業費±10%)
事業期間変動：B/C=1.1 ～1.2(事業期間±1,2年) B/C=1.5～1.7(事業期間±1,2年)

事業の効果等
①円滑なモビリティの確保

・現道等の年間渋滞損失時間の削減
（渋滞損失時間：1.3万人時間/年、渋滞損失削減率：約10割削減）

②物流効率化の支援
・農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性向上

（秋田県南地域から首都圏への特産品（イチゴ、しいたけ）出荷）
③災害への備え

・対象区間が山形県緊急輸送道路ネットワーク計画及び秋田県地域防災計画において、第１次緊急輸
送道路に位置づけ

※整備後は一体評価区間である新庄～横手間の効果も含む
他８項目に該当

関係する地方公共団体等の意見
○山形県知事の意見
１ 「対応方針（原案）」案のとおり「継続」で異議ありません。
２ 一般国道13号「真室川雄勝道路」は、東北中央自動車道を形成するものであり、災害時のリダンダ

ンシーを確保し、国土強靱化に資するとともに、物流の効率化や産業の振興、観光交流の促進、救急
医療活動への支援などに寄与する極めて重要な路線です。

東北中央自動車道の開通区間では、新たな企業の進出など多くのストック効果が確認されており、
本区間の整備により、更なるストック効果の発現が期待されるところです。

本県では、「第4次山形県総合発展計画」や「山形県道路中期計画2028」において“高速道路・地
域高規格道路の整備”の重要性について盛り込んでいるところであり、引き続き、コスト縮減にも十
分に配慮しながら、早期完成に向け、着実な予算の確保をお願いします。

○秋田県知事の意見
国の対応方針（原案）（案）について、異議ありません。
本県では、県土の骨格を形成する道路ネットワークの整備を重点施策として位置づけており、人口減

少社会であっても持続可能な地域づくりを進めるため、時間的距離を短縮し県土のコンパクト化を図る
とともに、物流の効率化や交流人口の拡大を目指し、これまでも、高規格幹線道路の整備促進について
強く働きかけてまいりました。



東北中央自動車道は、東北における産業の発展や観光の振興に大きく寄与するとともに、災害時にお
ける代替機能を有する重要な路線であり、本年2月には、「横堀道路」の開通見通しを公表されたとこ
ろであります。

既に開通している「湯沢横手道路」の沿線には、自動車関連企業の進出が進み、地域の雇用の拡大が
図られるなど、その整備効果が現れており、今後さらなる整備により、ヒトやモノの交流が一層活性化
し、地域の活性化や地方創生の発展に寄与するものと考えております。

引き続き、コスト縮減に努めながら、事業期間内の完成に向けて、必要な予算を確保するとともに、
「真室川雄勝道路」の開通見通しを早期に公表し、一層の事業推進をお願いいたします。

○以下の団体等から真室川雄勝道路の整備促進について要望あり
・山形県知事、秋田県知事
・新庄・湯沢地域間高規格幹線道路建設促進同盟会、東北中央自動車道建設促進同盟会、秋田県南高規

格幹線道路建設促進期成同盟会
・山形地区国道協議会、秋田国道協議会、山形県道路整備促進協議会、山形県開発推進協議会、最上開

発協議会
・山形県町村議会議長会
・東北中央自動車道 新庄・湯沢間建設促進フォーラム実行委員会
・高速道路のミッシングリンクを解消し日本の再生を実現する10県知事会議

事業評価監視委員会の意見
対応方針（原案）は妥当である。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等
・この事業の目的が失われるような道路交通状況の変化及び関連プロジェクト等の変更はない。

事業の進捗状況、残事業の内容等
・平成２９年度新規事業化、事業進捗率約３％（うち用地進捗率約１％）（令和２年３月末時点）

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等
・事業の進捗に係る問題はない。

施設の構造や工法の変更等
・技術の進展に伴う新工法の採用等による新たなコスト縮減に努めながら事業を推進する。

対応方針 事業継続
対応方針決定の理由
高規格ネットワークの形成による、山形県・秋田県を含む広域連携の強化とともに、冬期における信頼

性確保等のため、早期整備の必要性が高い。
事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。

： 評価対象区間
： 高規格幹線道路
： 地域高規格道路
： 一般国道
： 主要地方道・県道

その他道路凡例

□□□□

： 開通済
： 事業中
： 未事業化

凡例

道
路
種
別

： 2車線
車
線
数

その他凡例

： H27センサス交通量



再評価結果（令和３年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・技術課
担当課長名：前佛 和秀

東北中央自動車道 新 庄～横手 事業 事業 国土交通省
とうほくちゆうおう しんじよう よ こ て

事業名
（一般国道13号 泉田道路） 区分 一般国道 主体 東北地方整備局

いずみた

自：山形県新 庄市十日町
しんじよう とおかまち

起終点
至：山形県新 庄市大字昭和

延長 ８.２ｋｍしんじよう しようわ

事業概要
東北中央自動車道は、福島県相馬市を起点として福島市、山形県米沢市、山形市等を経て秋田県横手市

で東北横断自動車道釜石秋田線に連結する延長約268kmの高速自動車国道である。
泉田道路は、東北中央自動車道の一部を構成する道路で、山形県新庄市十日町～山形県新庄市大字昭和

に至る延長8.2㎞の自動車専用道路である。
Ｈ２４年度事業化 － 都市計画決定 Ｈ２５年度用地着手 Ｈ２６年度工事着手
全体事業費 約２４６億円 事業進捗率 約６３％ 供用済延長 ― km

（令和2年3月末時点）

計画交通量 １１，２００台／日
費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)／(事業全体) 総便益 (残事業)／(事業全体) 基準年
分析結果 (事業全体) ６７６億円／９６１億円 １,０８８億円／１,０８８億円

１．１（１．１） 事 業 費 ：５２９億円／８１３億円 走行時間短縮便益：８４９億円／ ８４９億円 令和２年
(残 事 業) 維持管理費 ：１４８億円／１４８億円 走行経費減少便益：１９４億円／ １９４億円
１．６（２．７） 交通事故減少便益： ４４億円／ ４４億円

感度分析の結果
【事業全体】交通量変動 ：B/C=1.04～1.3(交通量±10%) 【残事業】B/C=1.5～1.8(交通量±10%)

事業費変動 ：B/C=1.1 ～1.2(事業費±10%) B/C=1.5～1.7(事業費±10%)
事業期間変動：B/C=1.1 ～1.2(事業期間±1,2年) B/C=1.5～1.7(事業期間±1,2年)

事業の効果等
①円滑なモビリティの確保

・現道等の年間渋滞損失時間の削減
（渋滞損失時間：19.9万人時間/年、渋滞損失削減率：約8割削減）

②安全で安心できるくらしの確保
・三次医療施設へのアクセス向上

（金山町～県立中央病院 現況：81分⇒整備後：70分)
③災害への備え

・対象区間が山形県緊急輸送道路ネットワーク計画において、第１次緊急輸送道路に位置づけ
※整備後は一体評価区間である新庄～横手間の効果も含む

他９項目に該当
関係する地方公共団体等の意見
○山形県知事の意見
１ 「対応方針（原案）」案のとおり「継続」で異議ありません。
２ 一般国道13号「泉田道路」は、東北中央自動車道を形成するものであり、災害時のリダンダンシー

を確保し、国土強靱化に資するとともに、物流の効率化や産業の振興、観光交流の促進、救急医療活
動への支援などに寄与する極めて重要な路線です。

東北中央自動車道の開通区間では、新たな企業の進出など多くのストック効果が確認されており、
本区間の整備により、更なるストック効果の発現が期待されるところです。

本県では、「第4次山形県総合発展計画」や「山形県道路中期計画2028」において“高速道路・地
域高規格道路の整備”の重要性について盛り込んでいるところであり、引き続き、コスト縮減にも十
分に配慮しながら、事業期間である令和4年度までの開通に向け、着実な予算の確保をお願いします。

○以下の団体等から泉田道路の整備促進について要望あり
・山形県知事
・新庄・湯沢地域間高規格幹線道路建設促進同盟会、東北中央自動車道建設促進同盟会、秋田県南高規

格幹線道路建設促進期成同盟会
・山形地区国道協議会、山形県道路整備促進協議会、山形県開発推進協議会、最上開発協議会
・山形県町村議会議長会
・東北中央自動車道 新庄・湯沢間建設促進フォーラム実行委員会
・高速道路のミッシングリンクを解消し日本の再生を実現する10県知事会議



事業評価監視委員会の意見
対応方針（原案）は妥当である。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等
・この事業の目的が失われるような道路交通状況の変化及び関連プロジェクト等の変更はない。

事業の進捗状況、残事業の内容等
・平成２４年度新規事業化、事業進捗率約６３％（うち用地進捗率１００％）（令和２年３月末時点）

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等
・事業の進捗に係る問題はない。
・令和４年度の全線供用を目指して事業を実施中。

施設の構造や工法の変更等
・路側の側溝形式の見直しを行うことでコスト縮減を図っている。

対応方針 事業継続
対応方針決定の理由
高規格ネットワークの形成による、山形県・秋田県を含む広域連携の強化とともに、冬期における信頼

性確保等のため、早期整備の必要性が高い。
事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。

： 評価対象区間
： 高規格幹線道路
： 地域高規格道路
： 一般国道
： 主要地方道・県道

その他道路凡例

□□□□

： 開通済
： 事業中
： 未事業化

凡例
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再評価結果（令和３年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・技術課
担当課長名：前佛 和秀

東北中央自動車道 新 庄～横手 事業 事業 国土交通省
とうほくちゆうおう しんじよう よ こ て

事業名
（一般国道13号 新庄金山道路） 区分 一般国道 主体 東北地方整備局

しんじょうかねやま

自：山形県新 庄市大字昭和
しんじよう しょうわ

起終点
至：山形県最上郡金山町大字朴山

延長 ５.８ｋｍも が み かねやままち ほおやま

事業概要
東北中央自動車道は、福島県相馬市を起点として福島市、山形県米沢市、山形市等を経て秋田県横手市

で東北横断自動車道釜石秋田線に連結する延長約268kmの高速自動車国道である。
新庄金山道路は、東北中央自動車道の一部を構成する道路で、山形県新庄市大字昭和～山形県最上郡金

山町大字朴山に至る延長5.8kmの自動車専用道路である。
Ｈ２７年度事業化 － 都市計画決定 Ｈ２９年度用地着手 Ｈ３０年度工事着手
全体事業費 約１７５億円 事業進捗率 約１１％ 供用済延長 ― km

（令和2年3月末時点）

計画交通量 １０，９００台／日
費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)／(事業全体) 総便益 (残事業)／(事業全体) 基準年
分析結果 (事業全体) ６７６億円／９６１億円 １,０８８億円／１,０８８億円

１．１（１．４） 事 業 費 ：５２９億円／８１３億円 走行時間短縮便益：８４９億円／ ８４９億円
令和２年

(残 事 業) 維持管理費 ：１４８億円／１４８億円 走行経費減少便益：１９４億円／ １９４億円
１．６（１．８） 交通事故減少便益： ４４億円／ ４４億円

感度分析の結果
【事業全体】交通量変動 ：B/C=1.04～1.3(交通量±10%) 【残事業】B/C=1.5～1.8(交通量±10%)

事業費変動 ：B/C=1.1 ～1.2(事業費±10%) B/C=1.5～1.7(事業費±10%)
事業期間変動：B/C=1.1 ～1.2(事業期間±1,2年) B/C=1.5～1.7(事業期間±1,2年)

事業の効果等
①円滑なモビリティの確保

・現道等の年間渋滞損失時間の削減
（渋滞損失時間：6.8万人時間/年、渋滞損失削減率：約8割削減）

②安全で安心できるくらしの確保
・三次医療施設へのアクセス向上

（金山町～県立中央病院 現況：81分⇒整備後：70分)
③災害への備え

・対象区間が山形県緊急輸送道路ネットワーク計画において、第１次緊急輸送道路に位置づけ
※整備後は一体評価区間である新庄～横手区間の効果も含む

他１０項目に該当
関係する地方公共団体等の意見
○山形県知事の意見
１ 「対応方針（原案）」案のとおり「継続」で異議ありません。
２ 一般国道13号「新庄金山道路」は、東北中央自動車道を形成するものであり、災害時のリダンダン

シーを確保し、国土強靱化に資するとともに、物流の効率化や産業の振興、観光交流の促進、救急医
療活動への支援などに寄与する極めて重要な路線です。

東北中央自動車道の開通区間では、新たな企業の進出など多くのストック効果が確認されており、
本区間の整備により、更なるストック効果の発現が期待されるところです。

本県では、「第4次山形県総合発展計画」や「山形県道路中期計画2028」において“高速道路・地
域高規格道路の整備”の重要性について盛り込んでいるところであり、引き続き、コスト縮減にも十
分に配慮しながら、事業期間である令和7年度までの開通に向け、着実な予算の確保をお願いします。

○以下の団体等から新庄金山道路の整備促進について要望あり
・山形県知事
・新庄・湯沢地域間高規格幹線道路建設促進同盟会、東北中央自動車道建設促進同盟会、秋田県南高規

格幹線道路建設促進期成同盟会
・山形地区国道協議会、山形県道路整備促進協議会、山形県開発推進協議会、最上開発協議会
・山形県町村議会議長会
・東北中央自動車道 新庄・湯沢間建設促進フォーラム実行委員会
・高速道路のミッシングリンクを解消し日本の再生を実現する10県知事会議



事業評価監視委員会の意見
対応方針（原案）は妥当である。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等
・この事業の目的が失われるような道路交通状況の変化及び関連プロジェクト等の変更はない。

事業の進捗状況、残事業の内容等
・平成２７年度新規事業化、事業進捗率約１１％（うち用地進捗率約１１％）（令和２年３月末時点）

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等
・事業の進捗に係る問題はない。
・令和７年度の全線供用を目指して事業を実施中。

施設の構造や工法の変更等
・技術の進展に伴う新工法の採用等による新たなコスト縮減に努めながら事業を推進する。

対応方針 事業継続
対応方針決定の理由
高規格ネットワークの形成による、山形県・秋田県を含む広域連携の強化とともに、冬期における信頼

性のため、早期整備の必要性が高い。
事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。

： 評価対象区間
： 高規格幹線道路
： 地域高規格道路
： 一般国道
： 主要地方道・県道

その他道路凡例

□□□□

： 開通済
： 事業中
： 未事業化

凡例
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： H27センサス交通量



再評価結果（令和３年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・技術課
担当課長名：前佛 和秀

東北中央自動車道 新 庄～横手 事業 事業 国土交通省
とうほくちゆうおう しんじよう よ こ て

事業名
（一般国道13号 金山道路） 区分 一般国道 主体 東北地方整備局

かねやま

自：山形県最上郡金山町大字朴山
も が み かねやままち ほおやま

起終点
至：山形県最上郡金山町大字飛ノ森

延長 ３.５ｋｍも が み かねやままち とびのもり

事業概要
東北中央自動車道は、福島県相馬市を起点として福島市、山形県米沢市、山形市等を経て秋田県横手市

で東北横断自動車道釜石秋田線に連結する延長約268kmの高速自動車国道である。
金山道路は、東北中央自動車道の一部を構成する道路で、山形県最上郡金山町大字朴山～山形県最上郡

金山町大字飛ノ森に至る延長3.5kmの自動車専用道路である。
Ｈ３０年度事業化 － 都市計画決定 Ｒ元年度用地着手 － 工事着手
全体事業費 約１３０億円 事業進捗率 約３％ 供用済延長 ― km

（令和2年3月末時点）

計画交通量 ６，０００台／日
費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)／(事業全体) 総便益 (残事業)／(事業全体) 基準年
分析結果 (事業全体) ６７６億円／９６１億円 １,０８８億円／１,０８８億円

１．１（１．３） 事 業 費 ：５２９億円／８１３億円 走行時間短縮便益：８４９億円／ ８４９億円
令和２年

(残 事 業) 維持管理費 ：１４８億円／１４８億円 走行経費減少便益：１９４億円／ １９４億円
１．６（１．４） 交通事故減少便益： ４４億円／ ４４億円

感度分析の結果
【事業全体】交通量変動 ：B/C=1.04～1.3(交通量±10%) 【残事業】B/C=1.5～1.8(交通量±10%)

事業費変動 ：B/C=1.1 ～1.2(事業費±10%) B/C=1.5～1.7(事業費±10%)
事業期間変動：B/C=1.1 ～1.2(事業期間±1,2年) B/C=1.5～1.7(事業期間±1,2年)

事業の効果等
①円滑なモビリティの確保

・現道等の年間渋滞損失時間の削減
（渋滞損失時間：1.6万人時間/年、渋滞損失削減率：約10割削減）

②物流効率化の支援
・農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性向上

（秋田県南地域から首都圏への特産品（イチゴ、しいたけ）出荷）
③災害への備え

・対象区間が山形県緊急輸送道路ネットワーク計画において、第１次緊急輸送道路に位置づけ
※整備後は一体評価区間である新庄～横手間の効果も含む

他８項目に該当
関係する地方公共団体等の意見
○山形県知事の意見
１ 「対応方針（原案）」案のとおり「継続」で異議ありません。
２ 一般国道13号「金山道路」は、東北中央自動車道を形成するものであり、災害時のリダンダンシー

を確保し、国土強靱化に資するとともに、物流の効率化や産業の振興、観光交流の促進、救急医療活
動への支援などに寄与する極めて重要な路線です。

東北中央自動車道の開通区間では、新たな企業の進出など多くのストック効果が確認されており、
本区間の整備により、更なるストック効果の発現が期待されるところです。

本県では、「第4次山形県総合発展計画」や「山形県道路中期計画2028」において“高速道路・地
域高規格道路の整備”の重要性について盛り込んでいるところであり、引き続き、コスト縮減にも十
分に配慮しながら、早期完成に向け、着実な予算の確保をお願いします。

○以下の団体等から金山道路の整備促進について要望あり
・山形県知事
・新庄・湯沢地域間高規格幹線道路建設促進同盟会、東北中央自動車道建設促進同盟会、秋田県南高規

格幹線道路建設促進期成同盟会
・山形地区国道協議会、山形県道路整備促進協議会、山形県開発推進協議会、最上開発協議会
・山形県町村議会議長会
・東北中央自動車道 新庄・湯沢間建設促進フォーラム実行委員会
・高速道路のミッシングリンクを解消し日本の再生を実現する10県知事会議



事業評価監視委員会の意見
対応方針（原案）は妥当である。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等
・この事業の目的が失われるような道路交通状況の変化及び関連プロジェクト等の変更はない。

事業の進捗状況、残事業の内容等
・平成３０年度新規事業化、事業進捗率約３％（うち用地進捗率０％）（令和２年３月末時点）

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等
・事業の進捗に係る問題はない。

施設の構造や工法の変更等
・技術の進展に伴う新工法の採用等による新たなコスト縮減に努めながら事業を推進する。

対応方針 事業継続
対応方針決定の理由
高規格ネットワークの形成による、山形県・秋田県を含む広域連携の強化とともに、冬期における信頼

性確保等のため、早期整備の必要性が高い。
事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。

： 評価対象区間
： 高規格幹線道路
： 地域高規格道路
： 一般国道
： 主要地方道・県道

その他道路凡例

□□□□

： 開通済
： 事業中
： 未事業化

凡例

道
路
種
別

： 2車線
車
線
数

その他凡例

： H27センサス交通量



再評価結果（令和３年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・技術課
担当課長名：前佛 和秀

事業名 東北 中 央自動車道 東 根～尾花沢 事業 高速自動車国道 事業 国土交通省とうほくちゆうおう ひがし ね お ばなざわ

区分 主体 東北地方整備局

自：山形県 東 根市大字羽 入
ひがし ね は にゆう

起終点
至：山形県尾花沢市大字尾花沢

延長 ２３.０ｋｍお ばなざわ お ばなざわ

事業概要
東北中央自動車道は、福島県相馬市を起点として福島市、山形県米沢市、山形市等を経て秋田県横手市

で東北横断自動車道釜石秋田線に連結する延長約268㎞の高速自動車国道である。
東根～尾花沢間は、東北中央自動車道の一部を構成する道路で、山形県東根市～山形県尾花沢市に至る

延長23.0㎞の自動車専用道路である。
Ｈ１０年度事業化 Ｈ８年度都市計画決定 Ｈ１８年度用地着手 Ｈ１９年度工事着手
全体事業費 約８８８億円 事業進捗率 約９８％ 供用済延長 ９.６km

（令和2年3月末時点）

計画交通量 ２３，６００台／日
費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)／(事業全体) 総便益 (残事業)／(事業全体) 基準年
分析結果 (事業全体) １３０億円／１，１８０億円 ８４７億円／１，２９１億円

１．１ 事 業 費 ： ５３億円／１，０５３億円 走行時間短縮便益 ４８９億円／ ８０１億円 令和２年
( 残 事 業 ) 維持管理費 ： ７７億円／ １２８億円 走行経費減少便益 ２７９億円／ ３８０億円

６．５ 交通事故減少便益 ７９億円／ １０９億円
感度分析の結果
【事業全体】交通量変動 ：B/C=0.9～1.3(交通量±10%) 【残事業】B/C=5.9～7.3(交通量±10%)

事業費変動 ：B/C=1.1～1.1(事業費±10%) B/C=6.3～6.8(事業費±10%)
事業期間変動：B/C=1.1～1.1(事業期間±1年) B/C=6.4～6.6(事業期間±1年)

事業の効果等
①円滑なモビリティの確保
・並行区間等の年間渋滞損失時間の削減

（渋滞損失時間：55.8万人時間/年、渋滞損失削減率：約10割削減）
②安全で安心できるくらしの確保
・三次医療施設へのアクセス向上

（尾花沢市～県立中央病院 現況：39分⇒将来：32分）
③災害への備え
・対象区間が山形県緊急輸送道路ネットワーク計画において、第１次緊急輸送道路に位置づけ

他１０項目に該当
関係する地方公共団体等の意見
○山形県知事の意見
１ 「対応方針（原案）」案のとおり「継続」で異議ありません。
２ 東北中央自動車道は、東北地方の格子状骨格道路ネットワークにおける縦軸道路として、災害時の

リダンダンシーを確保し、国土強靱化に資するとともに、物流の効率化や産業の振興、観光交流の促
進、救急医療活動への支援などに寄与する極めて重要な路線です。

これまでの開通区間では、新たな企業の進出など多くのストック効果が確認されており、本区間の
整備により、更なるストック効果の発現が期待されるところです。

本県では、「第4次山形県総合発展計画」や「山形県道路中期計画2028」において“高速道路・地
域高規格道路の整備”の重要性について盛り込んでいるところであり、引き続き、コスト縮減にも十
分に配慮しながら、本年2月に公表された令和4年までの開通に向け、着実な予算の確保をお願いしま
す。

○以下の団体等から、東根～尾花沢の整備促進について要望あり
・山形県知事、東北中央自動車道（東根～尾花沢間）建設促進協議会、山形地区国道協議会
・東北中央自動車道建設促進同盟会、山形県道路整備促進協議会、山形県開発推進協議会
・山形県町村議会議長会、最上開発協議会、東根市、尾花沢市
・高速道路のミッシングリンクを解消し日本の再生を実現する10県知事会議

事業評価監視委員会の意見
対応方針（原案）は妥当である。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等
・この事業の目的が失われるような道路交通状況の変化及び関連プロジェクト等の変更はない。



事業の進捗状況、残事業の内容等
・平成１０年度新規事業化、事業進捗率約９８％（うち用地進捗率１００％）（令和２年３月末時点）
・平成３０年度 ：大石田村山～尾花沢 延長５.３ｋｍ 部分開通

東根～東根北 延長４.３ｋｍ 部分開通
事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等
・事業の進捗に係る問題はない。
・令和４年内の全線供用を目指して事業を実施中。

施設の構造や工法の変更等
・路側防護柵の見直しを行うことでコスト縮減を図っている。

対応方針 事業継続
対応方針決定の理由
東北地方内陸部の産業、経済、文化の広域的な交流・連携の促進、高次医療施設へのアクセス向上のた

め、早期整備の必要性が高い。
事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。

東北中央⾃動⾞道

東根〜尾花沢

とうほ く ち ゅうおう じ ど う しゃど う

ひ が し ね お ば な ざわ

道路種別
： 評価対象区間
： 高規格幹線道路
： 地域高規格道路
： 一般国道
： 主要地方道・県道

その他凡例

： 市役所
： 役場
： H27センサス交通量
： 主要渋滞箇所

その他道路凡例

□□□□

： 開通済
： 事業中
： 未事業化

凡例

車線数

： 4車線
： 2車線



再評価結果（令和３年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・技術課
担当課長名：前佛 和秀

事業 事業 国土交通省
事業名 一般国道４号 伊達拡幅 一般国道

だ て かくふく

区分 主体 東北地方整備局

自：福島県伊達市広前
ふくしま だ て ひろまえ

起終点 延長 ９.１ｋｍ
至：福島県伊達郡国見町大字石母田字上野

ふくしま だ て く に み い し も だ うわ の

事業概要

一般国道４号は、東京都中央区から青森県青森市に至る延長約８３６．４ｋｍの主要な幹線道路である。
伊達拡幅は、福島県伊達市広前から福島県伊達郡国見町大字石母田字上野に至る延長９．１ｋｍの４車

線道路である。

Ｓ５６年度事業化 Ｓ５６年度都市計画決定 Ｓ５７年度用地着手 Ｓ６１年度工事着手
全体事業費 約２１５億円 事業進捗率 約９６％ 供用済延長 ７．５km

（令和2年3月末時点）

計画交通量 ２１,２００台／日
Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)／(事業全体) 総便益 (残事業)／(事業全体) 基準年

費用対効果 (事業全体) ２５億円 ／４４７億円 ４７億円／５４４億円
分析結果 １.２ 事 業 費 ： １９億円 ／４１０億円 走行時間短縮便益： ４２億円／５０１億円 令和２年

(残 事 業) 維持管理費 ： ６．５億円 ／ ３６億円 走行経費減少便益：４．２億円／ ２７億円
１.９ 交通事故減少便益：１．５億円／ １６億円

感度分析の結果
【全体事業】交 通 量 変 動：B/C=1.1～1.3(交通量 ±10%)【残事業】B/C=1.8～2.0(交通量 ±10%)

事 業 費 変 動：B/C=1.2～1.2(事業費 ±10%) B/C=1.7～2.0(事業費 ±10%)
事業期間変動：B/C=1.2～1.3(事業期間 ±1年) B/C=1.8～1.9(事業期間 ±1年)

事業の効果等
①円滑なモビリティの確保
・現道等の年間渋滞損失時間の削減

（渋滞損失時間：28.9万人・時間/年、渋滞損失削減率：約7割削減）
②国土・地域ネットワークの構築
・日常生活圏の中心都市へのアクセス向上

（国見町～福島市 現況32分⇒将来30分）
③災害への備え
・福島県防災会議により福島県地域防災計画における緊急輸送路第一次確保路線に位置づけ

他13項目に該当
関係する地方公共団体等の意見
○福島県知事の意見
国の対応方針（原案）案については、異議ありません。
なお、東日本大震災からの復興を支援するため、早期完成に努めてください。

○以下の団体から、伊達拡幅の整備促進について要望あり
・福島県知事、福島県町村会、国見町長、福島県道路整備促進協議会

事業評価監視委員会の意見
対応方針（原案）は妥当である。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等
・この事業の目的が失われるような道路交通状況の変化及び関連プロジェクト等の変更はない。

事業の進捗状況、残事業の内容等
・昭和５６年度新規事業化、用地進捗率約９５％、事業進捗率約９６％（令和２年３月末時点）
・平成７年度に延長5.5㎞の事業延伸、現在まで当初事業化区間を含めて延長7.5㎞の４車線化が図られ

ている。
事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等
・事業進捗に係る問題はない。
・令和５年度の供用を目指して事業を実施中。

施設の構造や工法の変更等
・事業調整による残土運搬先の見直しを行うことでコスト削減を図っている。



対応方針 事業継続
対応方針決定の理由
国道４号における交通混雑の緩和、交通安全の確保等のため、早期整備の必要性が高い。

事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。

伊達拡幅

︓開通済み
︓事業中

︓評価対象区間
︓⾼規格幹線道路
︓地域⾼規格道路
︓⼀般国道
︓主要地⽅道・県道

その他道路凡例凡 例
道路種別

道路種別
︓4⾞線
︓2⾞線

その他凡例

︓H27全国道路・街路
交通情勢調査交通量

︓役 場



再評価結果（令和３年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・技術課
担当課長名：前佛 和秀

事業 事業 国土交通省
事業名 一般国道４９号 北好間改良 一般国道

きたよし ま

区分 主体 東北地方整備局

自：福島県いわき市好間町北好間字清水
ふくしま よし ま きたよし ま し みず

起終点 延長 ２．２ｋｍ
至：福島県いわき市好間町北好間字猪ノ鼻

ふくしま よし ま きたよし ま い の はな

事業概要

一般国道４９号は、福島県いわき市から新潟県新潟市に至る延長約２４８ｋｍの主要幹線道路である。
北好間改良は、福島県いわき市好間町北好間字清水から福島県いわき市好間町北好間字猪ノ鼻に至る延

長２．２ｋｍの２車線道路である。

Ｈ２３年度事業化 － Ｈ２５年度用地着手 Ｈ３０年度工事着手
全体事業費 約５０億円 事業進捗率 約３３％ 供用済延長 － km

（令和2年3月末時点）

計画交通量 １０,６００台／日
Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)／(事業全体) 総便益 (残事業)／(事業全体) 基準年

費用対効果 (事業全体) 30億円 ／ 54億円 61億円／ 61億円
分析結果 １.１ 事 業 費 ： 21億円 ／ 45億円 走行時間短縮便益： 43億円／ 43億円 令和２年

(残 事 業) 維持管理費 ： 8.9億円 ／8.9億円 走行経費減少便益： 15億円／ 15億円
２.０ 交通事故減少便益： 2.7億円／2.7億円

感度分析の結果
【全体事業】交 通 量 変 動：B/C=0.8～1.5(交通量 ±10%)【残事業】B/C=1.4～2.7(交通量 ±10%)

事 業 費 変 動：B/C=1.1～1.2(事業費 ±10%) B/C=1.9～2.2(事業費 ±10%)
事業期間変動：B/C=1.1～1.2(事業期間 ±2年) B/C=1.9～2.1(事業期間 ±2年)

事業の効果等
①円滑なモビリティの確保
・現道等の年間渋滞損失時間及び削減率

（渋滞損失時間：2.1万人・時間/年、渋滞損失削減率：約8割削減）
②都市の再生
・広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路を形成

（広域道路整備計画(福島県)において広域道路（地域形成型）の位置づけあり）
③災害への備え
・福島県防災会議により福島県地域防災計画における緊急輸送路一次確保路線に位置づけ

他9項目に該当
関係する地方公共団体等の意見
○福島県知事の意見

国の対応方針（原案）案については、異議ありません。
なお、東日本大震災からの復興を支援するため、早期完成に努めてください。

○以下の団体から、伊達拡幅の整備促進について要望あり
・福島県知事、いわき市長
・一般国道６号・４９号いわき地区改築工事促進期成同盟会（会長：いわき市）
・福島県浜通り地区国道協議会（会長：いわき市）

事業評価監視委員会の意見
・対応方針（原案）は妥当である。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等
・この事業の目的が失われるような道路交通状況の変化及び関連プロジェクト等の変更はない。

事業の進捗状況、残事業の内容等
・平成２３年度に事業化し、用地進捗率約５５％、事業進捗率約３３％(令和２年３月末時点)

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等
・事業進捗に係る問題はない。



施設の構造や工法の変更等
・擁壁高の変更を行うことでコスト縮減を図っている。

対応方針 事業継続
対応方針決定の理由
交差点改良による交通容量の確保と混雑緩和、線形不良区間の解消による交通事故の削減のため、早期

整備の必要性が高い。
事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。

北好間改良

福島県

山形県 宮城県

岩手県

秋田県

青森県



再評価結果（令和３年度事業継続箇所） 
 

担 当 課：道路局 国道・技術課 

担当課長名：前佛 和秀 

 

事業名 

 
一般国道 6号 牛

うし

久
く つち

土
うら

浦バイパス 

 

事業 

区分 

一般国道 

 

事業 

主体 

 国 土 交 通 省 

 関東地方整備局 

起終点 

 

 自：
いばらきけん

茨城県つくば市
し

西
にし

大
おお

井
い

      自：茨城
いばらきけん

県牛
うし

久
く

市
し とお

遠
やま

山
ちよう

町  

 至：茨城
いばらきけん

県
つち

土
うら

浦
し

市
なか

中
むら

村
にし

西
ね

根      至：茨城
いばらきけん

県牛
うし

久
く

市
し

城中町
じようちゆうちよう

 

延長 

 

5.2km 

 

事業概要  

 一般国道 6 号は、東京都中央区から柏市、土浦市、水戸市などを通過し、仙台市に至る延長約 375km の主

要幹線道路である。牛久土浦バイパスは、国道 408 号、学園西大通り、学園東大通りといった幹線道路と交

差し、田園地帯の平野部を通過する道路であり、一般国道６号（現道）の渋滞解消や地域活性化の支援、圏

央道へのアクセス道路としても機能する延長 5.2km のバイパス事業である。 

H4 年度事業化 H6 年度都市計画決定 H10 年度用地着手 H11 年度工事着手 

全体事業費 約 370 億円 事業進捗率 

（令和 2 年 3月末時点） 

90% 供用済延長 3.9km 

計画交通量  21,000～42,300 台／日 

費用対効果 

分析結果 

 

 

Ｂ／Ｃ  総費用   (残事業)/(事業全体) 総便益   (残事業)/(事業全体) 基準年  

(事業全体)    1.2 

    （1.6） 

(残事業)   2.4 

    （5.0） 

   462/1,046 億円 

  事 業 費：  388/964 億円 

  維持管理費：   74/ 82 億円 

     1,098/1,278 億円 

  走行時間短縮便益： 1,011/1,166 億円 

  走行費用減少便益：    62/   83 億円 

  交通事故減少便益：    26/   29 億円 

 令和 2年 

 

感度分析の結果   

【事業全体】交通量 ：B/C＝ 1.2～1.3（交通量 ±10％）【残事業】交通量 ：B/C＝ 2.3～2.4（交通量 ±10％） 

           事業費 ：B/C＝ 1.2～1.3（事業費 ±10％）      事業費 ：B/C＝ 2.2～2.6（事業費 ±10％） 

           事業期間：B/C＝ 1.1～1.3（事業期間±20％）     事業期間：B/C＝ 2.3～2.5（事業期間±20％） 

事業の効果等  

①交通混雑の緩和 

・牛久土浦バイパスの前後区間は、藤代バイパス、土浦バイパスが整備されており、ボトルネックとなって

いることから、交通が集中し、渋滞が発生。 

・事故類型別事故発生状況では、車両相互の追突事故が区間全体で約 7割発生。 

・牛久土浦バイパスの整備により、交通の円滑化が図られ、交通渋滞の緩和、交通事故の減少が見込まれる。 

②圏央道へのアクセス強化 

・土浦市にある食品加工工場では、国道 6 号（現道）及び圏央道を介して関東各地の店舗や、他地方の各拠

点へ製品を出荷。 

・牛久土浦バイパスの整備により、圏央道つくば牛久 IC へのアクセス性が向上し製品出荷能力の向上に寄

与。 

③救急医療活動の支援 

・牛久土浦バイパスの整備により、龍ケ崎市駅から筑波メディカルセンター病院（第３次救急医療）の所要

時間が約 9分短縮し、救急搬送の速達性が向上。 

・信号連担による速度低下や緊急走行時の追い越しによる横揺れなど、緊急車両の揺れが減少し、患者への

負担が軽減。 

関係する地方公共団体等の意見  

茨城県知事の意見： 

・一般国道牛久土浦バイパスは、牛久市、つくば市、土浦市内の交通渋滞の緩和、交通事故の減少とともに、

首都圏中央連絡自動車道へのアクセス向上による物流機能の強化及び地域産業の発展に大きく寄与するこ

となどから、本事業の必要性は高く、事業を継続することは妥当と考える。 

・なお、早期完成に向けて、事業を推進するとともに、徹底したコスト縮減を図るようお願いしたい。 

事業評価監視委員会の意見  

 事業の継続を承認する。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

 牛久土浦バイパス周辺では、大規模商業施設が開業。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

 用地取得率は 99％（令和 2年 3月末、面積ベース）。 



事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

 牛久市遠山町～牛久市城中町の令和 4年春頃の暫定 2車線開通に向け、工事を推進。 

施設の構造や工法の変更等  

・平成 30 年度に牛久土浦バイパスが全線事業化となり、将来交通量による交差点の需要率等の検討を行った

結果、平面交差から立体交差に変更。 

・現道 6 号を横断する遠山川について、H26 に河川改修計画が決定されたことから、河川改修計画に基づき

河川断面を確保する必要が生じたため、函渠工及び地盤改良工等が増工。 

対応方針  事業継続 

対応方針決定の理由  

 以上の事業の効果及び進捗状況、関係する地方公共団体等の意見、事業評価監視委員会による審議を踏ま

えると、現道の渋滞緩和、交通事故の減少、圏央道へのアクセス向上の観点から、事業の必要性・重要性は

高く、早期の効果発現を図ることが必要。 

事業概要図  

 
 ※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 

 ※総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。 

 


